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料

質
疑
応
答
(
要
旨
〉

〈
資
料

l
V
1〈
資
料
部
〉

資

内
閣
法
制
局
に
つ
い
て

ま
ず
〈
資
料
1
〉
の
「
内
儲
法
制
局
の
概
要
」
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

行
政
組
織
は
様
々
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
は
、
各
省
の
ほ
か
に
内
閣
の
内
部

部
局
が
別
に
名
種
の
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
つ
と

し
て
内
閣
法
制
局
が
あ
る
。
内
閣
法
制
局
は
、
内
閣
の
法
律
顧
問
と
し
て
、

法
律
問
題
に
関
し
て
内
閣
及
び
各
省
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
、

法
律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
、
立
案
を
行
う
こ
と
、
条
約
案
の
審
査
を
行
う

こ
と
、
そ
の
他
内
外
及
び
国
際
法
制
を
調
査
研
究
す
る
こ
と
等
が
そ
の
職
務

で
あ
る
。

組
織
と
し
て
は
、
第
二
掛
か
ら
第
四
部
の
四
つ
の
部
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
第
一
部
の
仕
事
は
、
法
律
問
題
に
関
し
内
閣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
等
に

対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
意
見
の
中
に
は
、
各

省
か
ら
の
照
会
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
に
、
国
会
審
議
に
お
い
て
法

律
問
題
が
起
き
た
と
き
に
法
制
局
の
意
見
を
求
め
ら
れ
て
行
う
国
会
答
弁
も

含
ま
れ
る
。
各
省
に
対
す
る
意
見
開
陳
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
に

一
一
一
一
件
と
い
う
数
字
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
式
に
受
け
付
け
て
正

式
に
回
答
し
た
件
数
で
、
こ
の
他
に
非
公
式
に
い
わ
ゆ
る
メ
モ
で
や
り
と
り

す
る
件
数
が
年
間
三

O
o
i四
O
O件
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
の
う
ち
文
書

に
よ
る
も
の
は
内
閣
法
制
局
意
見
年
報
で
公
表
し
て
い
る
が

一
般
的
に
は

国
民
に
直
接
知
ら
せ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
各
省
を
通
じ
て
意
見
は

開
陳
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
最
近
は
国
会
に
お
い
て
防
衛
問
題
等
時
事
問
題

に
関
し
て
法
制
局
の
意
見
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
奥
野
発
言

に
関
連
し
て
、
靖
国
神
社
に
閣
僚
が
参
拝
す
る
の
は
い
か
が
か
と
い
う
よ
う

な
問
題
か
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
に
は
法
制
局
の
長
で
あ
る
内
閣
法
制
局

長
官
が
、
常
に
閣
議
に
出
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
政
府

と
し
て
の
統
一
見
解
を
出
す
こ
と
と
し
、
第
一
部
が
担
当
し
て
過
去
の
国
会

答
弁
、
学
説
等
に
つ
い
て
様
々
の
調
査
を
し
意
見
を
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

第
二
・
ゴ
了
四
の
三
つ
の
部
は
、
内
閣
提
出
の
法
律
案
及
び
政
令
案
の
審

査
・
立
案
、
条
約
案
の
審
査
等
を
主
た
る
仕
事
に
し
て
い
る
。
各
部
の
職
掌

北法32(2・194)538



分
担
は
大
体
省
庁
毎
に
分
か
れ
て
い
る
。
各
部
に
課
長
ク
ラ
ス
の
参
事
官
が

五
人
ず
つ
お
り
、
一
応
の
分
担
を
決
め
て
あ
る
が
、
繁
閑
に
応
じ
て
分
担
外

の
仕
事
を
受
け
持
つ
こ
と
も
あ
る
。

最
近
の
業
務
量
は
別
表
第
二
の
如
く
で
あ
る
。
別
表
第
三
は
我
々
の
審
査

を
経
て
い
っ
た
も
の
を
示
し
て
い
る
が
、
最
近
は
法
律
の
公
布
件
数
は
年
間

八

O
件
程
度
で
落
ち
着
い
て
い
る
。

一
番
激
し
か
っ
た
の
は
戦
後
直
後
に
、

旧
憲
法
に
お
け
る
法
律
を
新
法
と
し
て
書
き
改
め
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
少
し
ず
つ
減
っ
て
き
て
い
る
。
最
近
で
は
四
五
年
が
や
や
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
公
害
国
会
で
公
害
関
係
の
諸
立
法
が
行
わ
れ
た
た
め

で
あ
る
。
最
近
減
少
し
て
き
で
い
る
要
因
と
し
て
は
、
必
要
な
法
制
度
が
ほ

ぼ
完
備
し
て
き
た
こ
と
及
び
与
野
党
の
勢
力
が
括
抗
し
て
い
る
た
め
行
政
府

と
し
て
は
既
存
法
律
の
運
用
で
し
の
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
は
法
律
案
を
出
さ

な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
今
回
自
民
党
が
絶
対
多
数
を
と

っ
た
の
で
今
後
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
あ
た
り

立法過程の一事例研究

に
政
党
の
力
関
係
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
別
表
第
四
は
実
際
に
審

査
し
た
件
数
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
は
審
査
は
し
た
が
結
局
国
会
提

出
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
や
、
他
の
法
令
と
合
体
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

法
制
局
は
大
体
一
月
か
ら
五
月
ま
で
が
最
繁
忙
期
で
あ
る
。

一
月
中
に
、

各
省
三
J
五
本
の
予
算
と
か
ら
む
法
律
案
を
最
優
先
に
審
査
し
て
普
通
二
月

一
五
日
頃
ま
で
に
国
会
に
出
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
非
予
算
法
案

を
扱
い
、
そ
の
後
法
案
の
成
立
に
従
っ
て
そ
れ
に
付
属
す
る
政
令
を
審
査
す

る
こ
と
に
な
る
。

法
制
局
の
組
織
は
、
長
官
の
下
に
各
省
の
次
官
ク
ラ
ス
に
あ
た
る
内
閣
法

制
次
長
が
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
総
務
室
が
あ
り
、
そ
の
長
で
あ
る
総
務

主
幹
は
各
省
で
い
え
ば
官
一
房
長
に
相
当
す
る
。
一

J
四
の
各
部
に
は
部
長
が

お
り
、
そ
の
下
に
参
事
官
が
五
人
ず
つ
つ
い
て
い
て
、
各
参
事
官
に
一
人
ず

つ
審
査
の
補
助
を
す
る
事
務
官
が
つ
く
。
長
官
総
務
室
の
中
に
は
一
課
・
二

課
・
調
査
官
と
一
一
一
人
の
課
長
ク
ラ
ス
が
お
り
、
庶
務
的
な
仕
事
の
ほ
か
、

般
的
な
法
制
調
査
、
資
料
・
判
例
の
収
集
等
に
当
た
っ
て
い
る
。
局
全
体
の

人
数
は
七
四
人
で
あ
り
、
う
ち
長
官
と
秘
書
官
が
特
別
職
、
他
は
一
般
職
で

あ
る
が
、
約
半
数
は
管
理
職
で
あ
る
。
参
事
官
は
各
省
か
ら
の
出
向
で
、
検

事
、
裁
判
官
の
経
験
者
も
い
る
。

そ
の
法
的
根
拠
は
内
閣
法
制
局
設
置
法
、
同
施
行
令
で
あ
る
。

法
律
等
の
成
立
過
程

〈
資
料
2
〉
の
「
法
律
の
制
定
過
程
図
」
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

法
律
が
で
き
る
際
に
は
動
機
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
通
常
は
国

北法32(2・195)539



米}

の
政
策
を
具
体
化
す
る
た
め
、
と
い
え
る
。
こ
れ
に
は
対
外
的
な
要
請
を
受

げ
て
立
案
さ
れ
る
場
合
や
、
独
自
に
各
省
が
考
え
て
立
案
す
る
場
合
等
様
々

資

あ
り
う
る
が
、
普
通
、
政
府
提
案
の
法
律
の
元
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
で

あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
関
係
業
界
、
消
費
者
団
体
、
地
方
公
共
団
体
、

マ
ス
コ
ミ
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
世
論
、
諸
外
国
の
動
向
等
々
の
要
素
を

踏
ま
え
て
、
各
議
員
又
は
各
政
党
の
と
こ
ろ
で
一
般
的
な
政
策
が
作
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
は
議
員
は
多
忙
の
た
め
か
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
は
比
較

的
少
な
く
、
む
し
ろ
関
係
各
省
の
し
か
も
各
局
ベ

1
ス
あ
る
い
は
各
課
ベ

l

ス
が
政
策
を
考
え
る
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
各
課
に
は
本
省
の
場
合
、
課
長

の
下
に
大
き
い
課
で
一
二

O
人
、
小
さ
い
課
で
一

O
人
位
の
課
員
が
お
り
、
こ

れ
が
単
位
と
な
っ
て
政
策
を
考
え
、
大
蔵
省
に
予
算
を
要
求
し
た
り
、
新
し

い
法
律
制
度
が
必
要
な
場
合
は
そ
の
骨
子
を
考
え
る
な
ど
し
て
か
ら
、
次
に

審
議
会
を
経
る
場
合
が
あ
る
。
閤
鉄
再
建
法
案
、
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
こ
の

法
律
そ
の
も
の
に
関
す
る
審
議
会
は
な
か
っ
た
が
、
運
輸
省
に
お
か
れ
て
い

る
運
輸
政
策
審
議
会
と
い
う
非
常
に
守
備
範
闘
の
広
い
審
議
会
で
五
四
年
に

出
さ
れ
た
国
鉄
ロ
ー
カ
ル
線
の
あ
り
方
に
関
す
る
結
論
や
、
四
六
年
頃
に
出

さ
れ
た
総
合
交
通
体
系
に
関
す
る
答
申
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
律
や
制
度
を
作
る
と
き
に
は
審
議
会
を
通
す
こ

と
が
多
い
。
典
型
的
な
例
が
税
制
調
査
会
や
社
会
保
障
制
度
審
議
会
で
あ

る
。
世
上
、
審
議
会
は
隠
れ
ミ
ノ
だ
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、
第
三
者
の
意

見
を
十
分
聴
く
場
と
し
て
、
実
質
的
に
機
能
し
て
い
る
。
審
議
会
に
お
け
る

審
議
の
後
、
法
律
面
で
の
検
討
が
各
省
大
臣
官
房
の
総
務
課
、
文
書
課
で
な

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
法
令
を
専
門
に
扱
っ
て
い
る
セ
ク
シ
ョ
ン
で
、
大
体
課

長
補
佐
グ
ラ
ス
を
キ
ャ
ッ
プ
と
し
、
各
省
と
も
七
、
八
人
か
ら
一

O
人
く
ら

い
の
、
入
省
三
な
い
し
一

O
年
目
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
様
々

な
角
度
か
ら
省
内
の
各
法
令
と
の
調
整
、
文
言
の
検
討
を
行
う
。
こ
こ
で
一

応
の
案
が
で
き
て
か
ら
、
各
省
と
も
調
整
を
行
い
、
次
い
で
大
臣
を
ま
じ
え

た
省
議
で
オ
l
ソ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
途
中
で
各
政
党
と
の
当
初
の
調
整
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
自
民
党

の
場
合
を
考
え
る
が
、
政
調
審
議
会
の
中
に
、
例
え
ば
運
輸
省
に
は
交
通
部

会
と
い
う
の
が
対
応
し
て
あ
る
。
ま
た
、
建
設
省
に
は
建
設
部
会
、
通
産
省

に
は
商
工
部
会
、
文
部
省
に
は
文
教
部
会
、
農
林
水
産
省
に
は
農
林
部
会
と

水
産
部
会
、
大
蔵
省
に
は
財
政
部
会
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
会
に
は
、
か

つ
て
そ
の
省
に
勤
め
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
大
臣
や
政
務
次
官
を
し
て
い
た

国
会
議
員
等
関
係
あ
る
者
が
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
政
調
審
議
会
の
部
会
で

一
日
一
政
策
及
び
法
律
案
の
骨
子
に
つ
い
て
意
見
を
聴
き
、
軌
道
修
正
等
も
行

っ
て
政
策
内
容
が
固
ま
る
。

こ
の
後
に
省
と
し
て
の
法
律
案
が
内
閣
法
制
局
に
到
着
し
て
審
査
が
開
始

北法32(2・196)540



さ
れ
る
。
建
前
上
は
内
閣
法
制
局
は
閣
議
の
直
前
に
審
査
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
大
体
は
予
備
審
査
と
称
し

て
、
次
官
会
議
・
閣
議
予
定
日
の
一
ヶ
月
な
い
し
十
日
前
に
審
査
を
開
始
す

る。
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
当
該
法
律
を
制
定
し
、
又
は
改
正
す
る
前
提

と
な
る
政
策
が
必
要
と
な
る
事
情
、
政
策
の
内
容
、
関
係
方
面
の
意
見
等
に

つ
い
て
実
態
説
明
を
聴
取
し
、
そ
の
後
に
法
制
的
な
面
で
い
ろ
い
ろ
と
「
叩

く
」
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
当
該
省
庁
の
法
令
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
あ

ら
ゆ
る
法
令
と
の
抵
触
の
有
無
を
確
認
し
、
抵
触
す
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う

な
調
整
規
定
を
置
く
必
要
が
あ
る
か
、
立
法
目
的
(
政
策
〉
と
規
定
内
容
が

適
合
し
て
い
る
か
、
経
過
措
置
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
か
、
日
本
語
、

と
く
に
法
令
用
語
の
使
い
方
と
し
て
適
当
か
、
等
々
す
べ
て
の
面
に
わ
た
っ

て
審
査
が
行
わ
れ
る
。

一
法
律
当
た
り
の
審
査
期
聞
は
、
簡
単
な
も
の
で
二
読
会
二
日
問
、
内
容

立法過程の一事例研究

が
難
し
い
も
の
、
各
省
庁
と
の
調
整
上
問
題
あ
る
も
の
等
は
三
読
会
、
四
読

会
ま
で
行
い
、
延
十
五
日
以
上
か
け
る
も
の
も
あ
る
。
国
鉄
再
建
法
の
場
合

は
延
三
週
間
位
か
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
過
程
に
お
い
て
は
、
通
常
は
毎
夜
十
二
時
過
ぎ
ま
で
、
最
終
段

階
に
は
徹
夜
の
審
査
も
行
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
律
的
に
も
問
題
が
な
く
、
各
省
庁
と
の
関
係
で
も

ク
リ
ア
に
な
っ
た
段
階
で
各
政
党
と
の
調
整
が
行
わ
れ
る
。

自
民
党
の
場
合
は
、
前
述
の
政
調
審
議
会
の
部
会
に
お
い
て
再
度
説
明
し

て
了
承
を
受
け
た
後
、
政
調
審
議
会
の
正
副
会
長
会
議
の
議
を
経
て
、
最
終

的
に
は
党
の
執
行
機
関
、
会
社
で
あ
れ
ば
取
締
役
会
で
あ
る
総
務
会
で
オ
l

ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
。
こ
の
間
党
側
の
意
見
に
よ
り
修
正
が
求
め
ら
れ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
、
国
鉄
再
建
法
の
場
合
も
総
務
会
に
お
い
て
二
聞
に
わ
た
り

議
論
が
行
わ
れ
、
政
府
、
国
鉄
に
対
す
る
申
入
れ
と
と
も
に
案
文
の
一
部
修

正
が
行
わ
れ
た
。

他
の
政
党
の
場
合
も
、
自
民
党
と
ほ
ぼ
同
様
な
機
関
が
あ
り
、
求
め
に
応

じ
各
省
が
説
明
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
提
出
し
た
後
に
付
託
さ
れ
る

両
院
の
各
委
員
会
に
所
属
す
る
個
別
の
議
員
に
対
し
て
も
「
根
回
し
」
と
称

す
る
事
前
説
明
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
政
府
と
し
て
の
意
思
決
定
を
行
う
た
め
、
法

律
案
は
事
務
次
官
会
議
、
閣
議
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
官
会
議
は
事

務
当
局
の
最
高
会
議
で
あ
り
、
閣
議
に
付
さ
れ
る
案
件
は
原
則
と
し
て
事
前

に
事
務
次
官
会
議
に
か
け
ら
れ
る
。
次
い
で
閣
議
決
定
を
経
て
、
正
式
に
政

府
提
案
の
法
律
案
と
な
り
、
印
刷
さ
れ
て
国
会
に
提
出
さ
れ
る
。

次
に
、
議
員
提
案
の
場
合
で
あ
る
が
、
各
党
に
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
も
の
の
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党
に
よ
り
濃
淡
が
あ
り
、
ま
た
得
意
と
す
る
分
野
に
も
差
が
あ
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
意
見
を
同
じ
く
す
る
議
員
が
集
ま
り
、
あ
る
政
策
を
考
え
、

資

衆
・
参
両
院
の
各
法
制
局
で
法
律
案
に
作
り
上
げ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、

自
民
党
の
場
合
は
、
政
調
審
議
会
、
総
務
会
を
経
て
議
員
提
案
の
法
律
案
が

で
き
る
。
こ
の
あ
た
り
の
ス
タ
イ
ル
は
、
社
会
党
が
自
民
党
に
似
て
い
る
ほ

か
、
公
明
、
民
社
党
も
そ
れ
ぞ
れ
党
内
に
審
議
会
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て

い
る
。こ

れ
が
法
律
案
が
で
き
あ
が
る
ま
で
の
手
続
、
前
処
理
で
あ
る
が
、
更
に

国
会
で
具
体
的
に
審
議
さ
れ
、
可
決
・
成
立
さ
れ
て
公
布
、
施
行
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。

最
近
の
法
律
に
は
政
令
に
委
任
し
て
あ
る
事
項
が
非
常
に
多
い
が
、
公
布

即
施
行
の
法
律
の
場
合
成
立
後
三

O
日
以
内
で
あ
る
公
布
ま
で
の
期
間
中
に

政
令
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
ま
た
政
令
に
つ
い
て
最
初
の
各
省

の
省
議
の
段
階
か
ら
始
め
、
各
省
調
整
が
行
わ
れ
た
後
、
内
閣
法
制
局
の
審

査
を
受
け
て
閣
議
決
定
を
経
る
と
い
う
手
続
が
踏
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
三
、

四
日
後
に
官
報
に
登
載
さ
れ
公
布
、
施
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
省
令
、
府
令
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
各
省
の
省
議
で
決

定
す
れ
ば
、
そ
れ
で
公
布
、
施
行
さ
れ
る
。

余
談
に
な
る
が
、
務
問
、
役
所
聞
の
権
限
争
い
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る

が
、
時
折
各
省
聞
の
調
整
で
手
間
取
る
こ
と
が
あ
る
。
内
閣
法
制
局
に
法
案

が
到
達
す
る
前
の
段
階
で
ま
だ
関
係
各
省
の
意
見
が
完
全
に
一
致
し
て
お
ら

ず
、
と
り
あ
え
ず
法
制
局
の
意
見
を
聞
き
た
い
と
一
一
日
っ
て
く
る
こ
と
が
あ

る
。
法
制
局
と
し
て
は
、
調
整
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
は
審
査
し
な
い

と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
期
限
が
あ
る
の
で
、
や
む
を
得
ず

一
読
会
だ
け
行
っ
て
問
題
点
、
修
正
点
を
指
摘
し
、
そ
の
と
き
の
議
論
を
も

と
に
各
省
が
ま
た
折
衝
し
、
ぎ
り
ぎ
り
の
場
合
は
次
官
会
議
あ
る
い
は
閣
議

の
前
の
晩
ま
で
も
め
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ま
り

表
に
出
な
い
こ
と
で
あ
る
が

一
国
会
に
つ
き
三
な
い
し
五
本
の
法
律
案
で

み
ら
れ
る
。
例
の
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
案
な
ど
も
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る

と
思
う
。

国
鉄
再
建
法
の
成
立
過
程

付

法
律
に
よ
る
新
た
な
制
度
を
必
要
と
す
る
背
景
事
情

国
鉄
の
財
政
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

ど
の
程
度
の
も
の
か
に
つ
い
て
の
数
字
を
ま
ず
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
〈
資

料
3
〉
の
「
国
鉄
の
収
支
状
況
の
推
移
及
び
将
来
試
算
」
と
い
う
表
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
各
年
度
を
追
っ
て
損
益
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
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と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
三
九
年
を
見
る
と
、
収
入
が
ト
ー
タ
ル
で

六
O
O
O億
で
支
出
が
六
コ
一

O
O億
で
あ
る
。
収
入
の
内
訳
を
み
る
と
、
運

輸
収
入
即
ち
旅
客
と
貨
物
の
運
賃
収
入
で
約
五
八

O
O億
、
そ
れ
に
関
連
事

業
収
入
等
の
雑
収
入
二

O
O億
、
合
わ
せ
て
六

0
0
0億
で
あ
る
。
支
出
の

方
は
、
事
業
費
と
し
て
人
件
費
、
物
件
費
が
あ
り
、
人
件
費
が
か
な
り
ウ
エ

イ
ト
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
、
利
子
を
払
う
等
し
て
、
士
又

出
が
計
六
三
二
五
億
、
収
支
差
が
一
一
一
二
三
億
で
あ
る
。
こ
れ
に
営
業
外
収
益

を
含
め
る
と
、
こ
れ
で
純
損
失
が
ゴ
一

O
O億
と
な
る
。
昭
和
三
九
年
は
継
続

的
に
赤
字
を
出
し
始
め
た
年
で
あ
る
。
当
時
ま
だ
前
期
か
ら
の
繰
越
利
益
が

-
五
九
五
億
あ
っ
た
の
で
、
赤
字
は
こ
れ
で
消
し
て
い
る
。
こ
の
時
ま
で
は

ま
だ
国
鉄
は
し
っ
か
り
し
て
い
た
と
い
え
る
。
長
期
債
務
残
高
(
こ
れ
は
主

と
し
て
建
設
資
金
の
借
入
で
あ
る
が
)
が
八

0
0
0億
あ
っ
た
が
、
こ
う
い

う
状
態
が
続
け
ば
大
体
問
題
は
な
か
っ
た
。
四

O
年
以
降
を
み
る
と
、
運
賃

収
入
が
増
え
て
お
り
、
特
に
四
一
年
等
運
賃
改
定
を
し
た
年
に
は
大
幅
に
増

立法過程の一事例研究

え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
経
費
も
増
え
て
お
り
、
運
賃
改
定
を
し
た
四
一
年
に

も
六

O
O億
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
数
年
、
若
干
の
赤
字
が
続

い
た
。
四
四
年
に
な
っ
て
先
行
き
が
危
ぶ
ま
れ
る
に
至
り
、
第
一
回
の
財
政

再
建
対
策
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
、
日
本
国
有
鉄
道
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置

法
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
赤
字
債
務
の
一
部
に
つ
い
て
利
子
負
担
を

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
人
件
費
、
物
件
費
、
利
子
等
の
支
払
い

の
た
め
借
金
を
す
る
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
利
子

が
利
子
を
生
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
利
子
分
を
棚
上
げ
に
す
る

た
め
の
利
子
補
給
を
す
る
制
度
を
設
け
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
赤
字
は
毎
年
着
実
に
増
え
て
い
き
、
繰
越
損
益
の
欄
に
あ
る
よ
う

に
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
。
そ
こ
で
四
八
年
度
に
再
度
見
な
お
し
が
行
わ

れ
、
今
回
は
様
々
な
大
都
市
交
通
線
に
対
す
る
出
資
と
か
各
種
の
補
助
を
行

う
こ
と
と
し
た
。
図
表
で
見
る
と
、
四
四
年
度
の
助
成
金
受
入
八
三
億
が
先

述
の
利
子
補
給
の
初
回
分
で
あ
り
、
四
八
年
度
に
大
幅
に
増
え
て
い
る
の
が

見
直
し
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
期
債
務
残
高
の
推
移
が
示
す
よ
う
に
、

四
八
年
の
見
直
し
の
効
果
は
あ
ま
り
あ
が
っ
て
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
で
結

果
的
に
見
て
問
題
だ
と
思
う
の
は
運
賃
改
定
が
適
時
適
切
に
行
わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
運
賃
法
定
主
義
に
基
づ
き
運
賃
法
案
が
国
会
に
出
さ
れ
て

は
い
た
が
、
様
々
な
政
治
的
取
引
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
。
国
民
の
負
担

カ
も
上
が
っ
て
い
た
の
で
物
価
に
見
合
う
改
定
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
あ

た
り
で
つ
ま
ず
き
が
出
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
続
い
た
た
め
、

五
一
年
度
に
や
や
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
こ
と
を
や
り
運
賃
の
五
割
ア
ッ
プ
を
目

指
し
た
。
そ
の
た
め
、
国
有
鉄
道
運
賃
法
が
従
来
運
賃
法
定
主
義
を
採
っ
て
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料

い
た
の
を
、
当
分
の
間
運
輸
大
臣
の
認
可
に
よ
っ
て
賃
率
を
決
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
改
正
法
案
が
五
一
年
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
理
由
は
、
国

資

鉄
の
赤
字
は
国
鉄
自
体
の
合
理
化
と
国
の
助
成
と
乗
客
の
負
担
の
一
一
一
本
柱
に

よ
り
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
運
賃
改
定
と

並
ん
で
五
一
年
に
行
わ
れ
た
対
策
が
過
去
の
累
積
赤
字
の
棚
上
げ
で
あ
る
。

五
0
年
度
に
繰
越
欠
損
が
三
兆
二
ハ
一

O
億
と
な
り
、
長
期
債
務
残
高
が
六

兆
八

O
O
O億
と
な
っ
た
が
、
繰
越
欠
損
金
に
見
合
う
債
務
の
一
部
を
別
勘

定
に
お
と
し
て
、
本
来
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
資
金
(
こ
れ
は
主
と
し
て
資
金

運
用
部
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
が
〉
を
一
般
会
計
が
肩
代
わ
り
し
、
返
済

金
を
無
利
子
で
貸
付
け
る
ほ
か
、
資
金
運
用
部
か
ら
借
り
た
長
期
債
務
の
利

子
(
年
率
六
分
五
厘
か
ら
七
分
で
あ
る
が
)
も
全
額
一
般
会
計
か
ら
補
給
す

る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
棚
上
げ
が
行
わ
れ
た
長
期
債
務
の
額
は
五
一
年
度
で

二
兆
五
四

O
O億
で
あ
り
、
そ
の
結
果
五
一
年
度
の
繰
越
損
失
は
一
挙
に
九

七
O
O億
に
減
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
運
賃
改
定
の
効
果
を
み
る
と
、
五
二
年
度
の
収
入
は
五
割
ア
ッ

プ
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
あ
る
程
度
の
客
足
の
遠
の
き
、
即
ち
逸
走
は
計
算

し
て
い
た
が
、
現
実
は
予
想
を
上
聞
り
、
思
っ
た
よ
う
な
運
賃
収
入
が
上
が

ら
ず
実
収
は
わ
ず
か
三

0
0
0億
の
増
加
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
合
理
化
も
様

A
な
事
情
で
実
現
せ
ず
、
結
局
五
二
年
度
に
も
八
三

O
O億
の
赤
字
を
出
し

た
の
で
あ
る
。
五
三
年
度
も
同
様
に
八
八

O
O億
、
五
四
年
度
も
八
二

O
O

億
と
い
う
赤
字
が
続
い
た
の
で
、
五
五
年
度
に
は
棚
上
げ
す
る
額
を
一
挙
に

五
兆
円
余
り
に
増
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
な
お
五
六
年
度
以
降
の
予
想
も
楽
観
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ

る
。
繰
越
欠
損
金
合
計
額
は
着
実
に
増
加
し
て
お
り
六
兆
円
を
超
え
る
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
常
の
企
業
で
あ
れ
ば
と
う
に
倒
産
し
て
い
る
は
ず

で
、
資
本
金
が
四
六

O
O億
円
で
あ
る
国
鉄
が
未
だ
清
算
会
社
に
な
ら
.
す
に

い
る
の
は
ひ
と
え
に
政
府
と
い
う
銀
行
が
資
金
つ
な
ぎ
を
し
て
い
る
か
ら
に

$
A
，
、
ゐ
戸
ム
‘
フ
内
ム
、
。

-v，
刀
チ

J
F
dヂ
J
L

本
表
で
最
後
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
五
三
年
度
か
ら

経
常
損
益
の
内
訳
と
し
て
計
上
を
し
た
特
定
人
件
費
欠
損
金
、
即
ち
特
定
年

金
欠
損
金
及
び
特
定
退
職
手
当
欠
損
金
に
つ
い
て
で
あ
る
。
通
常
国
鉄
は
共

済
組
合
掛
金
の
弘
を
負
担
し
、
共
済
組
合
が
退
職
者
に
年
金
を
払
っ
て
い
る

が
、
終
戦
直
後
国
鉄
は
満
州
、
中
国
か
ら
の
引
揚
者
を
大
量
に
採
用
し
た
た

め
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
退
職
時
期
以
降
は
国
鉄
の
年
金
負
担
が
一
挙
に
増
大

ず
る
こ
と
に
な
る
。
退
職
手
当
も
同
様
で
あ
る
。
退
職
率
は
通
常
三

O
年
勤

続
で
年
率
平
均
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
が
、
五
四
年
か
ら
は
一

O

年
間
で
現
在
四
三
万
人
い
る
う
ち
ニ

O
万
人
が
退
職
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
聞
に
巨
額
の
退
職
金
の
支
払
い
を
要
し
、
以
降
は
年
金
の
負
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担
が
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
中
で
異
常
値
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、

国
鉄
の
み
の
責
任
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
欠
損
金
の
欄
に
内
数

で
明
記
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

国
鉄
赤
字
の
五
五
年
度
の
状
況
を
図
示
し
た
の
が
〈
資
料

4
V
の
「
五
五

年
度
国
鉄
収
支
の
あ
ら
ま
し
」
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
、
当
初
予
算
ベ

l
ス

の
も
の
で
あ
る
が
、
収
入
と
経
費
の
実
状
が
示
さ
れ
て
い
る
。
国
鉄
に
運
輸

収
入
と
し
て
入
る
の
は
二
兆
六
八

O
O億
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
件
費
が
二

兆
二
八

O
O億
、
車
や
油
を
買
い
、
車
や
線
路
を
保
守
す
る
の
に
八
五

O
O

億
、
利
子
負
担
が
八
四

O
O億
(
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分

は
、
前
述
の
一
般
会
計
に
よ
る
利
子
負
担
に
よ
り
、
国
鉄
の
負
担
と
は
な
ら

な
い
U

、
減
価
償
却
費
等
の
負
担
が
三
九

O
O億
と
い
う
こ
と
で
合
計
四
兆
余

の
経
費
が
か
か
っ
て
い
る
。
収
入
と
し
て
現
金
で
入
っ
て
く
る
の
は
運
輸
収

入
と
、
関
連
事
業
等
に
よ
る
雑
収
入
の
他
に
固
か
ら
の
助
成
金
で
あ
り
、
ヤ
」

立法過程の一事例研究

の
合
計
と
経
費
と
の
差
八
九

O
O億
が
五
五
年
度
に
予
定
さ
れ
る
国
鉄
の
赤

字
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
電
車
、
列
車
を
動
か
す

人
件
費
、
物
件
費
だ
け
で
独
自
の
収
入
を
上
回
っ
て
お
り
、
助
成
を
受
け
て

も
な
お
利
子
を
払
え
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
資
料
5
〉
の
「
国
鉄
累
積
欠
損
金
の
推
移
」
の
図
は
次
の
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
即
ち
、
先
述
の
よ
う
に
三
九
年
か
ら
赤
字
が
出
始
め
、
四
五
、
六

年
と
そ
れ
が
増
加
を
続
け
、
五

O
年
に
年
度
末
で
三
兆
一

O
O
O
億
と
な

り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
棚
上
げ
の
結
果
、
帳
簿
上
の
累
積
欠
損
金
は
九
七
O

O
億
に
落
ち
た
わ
け
で
、
実
際
の
赤
字
と
の
差
は
棚
上
げ
で
特
別
勘
定
と
い

う
こ
と
で
整
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
赤
字
が
増
え
続
け
た
た

め
、
五
五
年
の
予
算
で
は
更
に
棚
上
げ
額
を
噌
や
し
累
積
欠
損
金
を
一
兆
六

O
三
億
に
縮
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
後
も
や
は
り
赤
字

の
増
加
は
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
採
り
う
る
対
策
と
し
て
は
、
人
を

減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
件
費
を
下
げ
、
輸
送
分
野
を
自
ら
縮
小
す
る
こ
と

で
物
件
費
を
か
な
り
減
ら
し
、
そ
の
他
組
織
の
簡
素
化
等
に
よ
り
赤
字
の
幅

を
少
し
で
も
減
ら
す
こ
と
を
考
え
、
そ
し
て
六

0
年
度
ま
で
に
退
職
金
及
び

年
金
の
異
常
分
を
除
い
て
少
な
く
と
も
幹
線
部
門
で
は
黒
字
に
し
た
い
と
い

う
の
が
今
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

〈
資
料
6
〉
の
「
長
期
債
務
残
高
の
推
移
」
を
示
す
表
で
は
一
般
勘
定
、

特
別
勘
定
が
大
き
く
分
け
て
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
勘
定
と
い
う
の
は
通
常

の
勘
定
で
や
る
長
期
債
務
で
、
五

0
年
度
末
で
六
兆
八

O
O
O億
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
内
訳
と
し
て
長
期
借
入
金
と
鉄
道
債
券
の
債
務
が
含
ま
れ
る
。

こ
れ
が
五
四
年
度
に
は
一

O
兆
円
に
至
っ
た
。
更
に
特
定
債
務
整
理
特
別
勘

定
を
入
れ
る
と
合
計
一
一
一
兆
円
と
い
う
世
界
に
も
類
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
長

期
債
務
を
負
っ
て
い
る
。
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料

」
の
よ
う
な
巨
大
な
赤
字
に
対
し
て
国
が
ど
の
よ
う
な
財
政
措
置
を
し
た

か
が
〈
資
料
7
〉
の
「
国
の
財
政
措
置
状
況
の
推
移
」
の
表
に
示
さ
れ
て
お

資

り
、
五
五
年
度
ま
で
に
三
兆
六

O
O
O億
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。

ホ

キ

判ド

* 

* 

以
上
が
赤
字
の
実
態
で
あ
る
が
、
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ま
で
黒
字
基
調
に
な

ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
様
々
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
は
輸
送
機

関
内
に
お
け
る
国
鉄
の
地
位
が
非
常
に
低
下
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
デ
ー
タ
が
〈
資
料

8
Vの
「
輸
送
機
関
別
旅
客
輸
送
量
の
推
移
」
の
図

表
に
示
さ
れ
て
い
る
。
園
内
に
お
け
る
旅
客
の
輸
送
量
は
こ
の
二

0
年
間
に

約
三
・
一
二
倍
に
増
加
し
て
い
る
が
、
国
鉄
の
シ
ェ
ア
を
見
る
と
、
三
五
年
に
は

大
量
輸
送
機
関
が
大
半
の
輸
送
を
行
っ
て
い
た
中
で
国
鉄
は
五
一
パ

I
セ
ン

ト
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
五
四
年
度
に
な
る
と
、
そ
れ
が
二

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
し
、
民
鉄
も
や
は
り
シ
ェ
ア
が
低
下
し
て
い
る
。
こ

こ
で
極
端
に
多
い
の
が
乗
用
車
で
、
三
五
年
当
時
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た

シ
ェ
ア
が
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
る
。
国
鉄
の
輸
送
量
の
絶

対
量
も
四
九
年
を
ピ
l
グ
に
下
が
っ
て
き
て
い
る
。
民
鉄
の
方
は
大
都
市
交

通
と
か
地
下
鉄
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
輸
送
の
絶
対
量
は
少
し
ず
つ
で
は
あ

る
が
岨
唱
え
て
き
て
い
る
。
貨
物
の
輸
送
分
野
で
は
更
に
窮
境
に
あ
り
、
〈
資

料
9
〉
の
「
輸
送
機
関
別
貨
物
輸
送
量
の
推
移
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
国
鉄
は
三
五
年
に
は
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
が
、

四
五
年
を
ピ
l

p
と
し
て
減
少
基
調
に
な
り
、
わ
ず
か
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
に

下
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
仲
び
て
い
る
の
が
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
り
、
三
五

年
に
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
五
四
年
に
は
三
九
バ

1
セ

ン
ト
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
国
鉄
の
運
賃
が
高

い
と
か
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
輸
送
方
式
と
し
て
ト
ラ
ッ
ク

が
便
利
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
鉄
道
の
場
合
は
必

ず
駅
等
で
の
積
み
か
え
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
集
荷
配
達
は
ト
ラ
ッ
ク
に
頼

ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
は
そ
の
手
数
が
な
い
。

国
鉄
が
黒
字
基
調
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
第
二
は
、
合
理
化
努
力
が
あ

な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

一
つ
は
人
員
削
減
が
十
分
に

一
般
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
国
鉄

ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

職
員
一
人
あ
た
り
の
人
ト
ン
キ
ロ
は
私
鉄
の
半
分
、
効
率
的
な
私
鉄
の
三
分

の
一
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
国
鉄
の
管
理
者
等
の
意

欲
、
責
任
感
の
欠
如
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
実
に
各
現
場
に
お
け

る
駅
長
、
区
長
、
助
役
の
意
欲
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
国

鉄
の
公
共
性
の
名
の
下
に
お
け
る
政
策
的
圧
力
も
大
き
い
。
例
え
ば
、
前
述

の
よ
う
な
運
賃
改
定
の
引
き
の
ば
し
と
か
、
最
近
問
題
に
な
っ
て
い
る
赤
字

線
の
廃
止
を
認
め
な
い
と
か
、
高
率
の
通
学
割
引
と
か
、
農
林
物
資
等
に
対
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す
る
特
定
の
政
策
割
引
等
々
、
運
賃
の
原
価
を
超
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
強
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
物
価
及
び
賃
金
の
高
騰
に
伴
う
大
幅

な
経
費
増
加
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

赤
字
の
原
因
と
し
て
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
幹
線
、
地
方
交
通
線
の
問

題
で
あ
る
。
五
四
年
度
の
収
支
を
幹
線
と
地
方
交
通
線
と
に
分
け
て
分
析
し

た
デ
1
タ
が
〈
資
料
四
〉
の
「
幹
線
・
地
方
交
通
線
の
経
営
成
績
」
に
示
さ

れ
て
い
る
。
両
者
の
区
分
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
も
あ
る
が
、
日
本
の
背
骨
や

肋
骨
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
幹
線
と
い
い
、
他
と
分
け
て
い
る
。
営
業
キ

ロ
は
幹
線
系
が
約
六
割
、
地
方
交
通
線
が
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
輸
送
量
は
幹
線
が
九
六
パ
I
セ

γ
ト
、
地
方
交
通
線
は
四
パ
I
セ
ゾ
ト

に
過
ぎ
な
い
。
収
入
も
前
者
が
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
後
者
が
六
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
助
成
金
を
受
け
た
上
で
の
数
字
で
あ
り
、
助
成
前

立法過程の一事例研究

の
収
入
で
は
そ
れ
ぞ
れ
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
輸
送
量
に
比
例
し
て
い
る
。
他
方
、
経
費
に
つ
い
て
み
る
と
、
幹

線
系
が
八
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
地
方
交
通
線
が
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

る
。
ト
ー
タ
ル
で
損
失
額
を
比
較
す
る
と
、
助
成
を
含
め
て
の
数
字
で
は
あ

る
が
、
幹
線
の
赤
字
が
七
割
、
地
方
交
通
線
の
赤
字
が
額
と
し
て
は
三
割
と

な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
収
支
係
数
は
地
方
交
通
線
の
場
合
四
コ
一

二
、
幹
線
の
場
合
は
一
一
一
一
一
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
収
支
係
数
は
東
京
の
山

手
線
で
は
五

O
、
最
低
は
九
州
の
あ
る
線
区
で
コ
一

0
0
0と
な
っ
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
コ
ス
ト
の
面
で
大
き
な
違
い
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

∞ 
法
案
作
成
の
た
め
の
準
備
過
程

」
の
よ
う
な
国
鉄
の
現
状
に
鑑
み
、
五
三
年
度
あ
た
り
か
ら
、
五
一
年
度

か
ら
採
ら
れ
た
政
策
の
実
効
の
な
さ
が
明
白
に
な
っ
た
の
で
、
新
た
な
対
策

の
検
討
が
始
ま
っ
た
。
一
方
、
国
の
財
政
も
著
し
く
悪
化
し
て
き
て
い
た
た

め
、
国
鉄
へ
の
助
成
す
)
無
制
限
に
続
け
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
り
、
抜
本
的

対
策
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
五
五
年
度
予
算
に
お
い
て
考
え
ら
れ

た
政
策
手
段
の
大
き
な
柱
の
一
つ
は
債
務
棚
上
げ
の
拡
大
で
あ
る
。
五
一
年

の
二
兆
五

O
O
O億
の
棚
上
げ
を
こ
の
際
も
う
一
度
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

五
兆
円
あ
ま
り
へ
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
が
国
鉄
と
国

の
責
任
分
野
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
国
鉄
の
自
ら
の
努
力

に
よ
っ
て
採
算
が
と
れ
る
ま
た
と
る
べ
き
分
野
と
、
公
共
的
負
担
例
え
ば
ロ

ー
カ
ル
線
の
問
題
や
戦
後
大
量
採
用
し
た
人
員
の
年
金
、
退
職
金
の
負
担
、

通
学
に
対
す
る
高
率
な
割
引
の
負
担
な
ど
と
い
う
よ
う
な
国
鉄
の
み
の
責
任

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
分
野
の
峻
別
で
あ
る
。
第
三
が
交
通
政
策
か
ら
み

て
地
域
の
交
通
手
段
と
し
て
い
つ
ま
で
も
鉄
道
が
必
要
か
否
か
の
再
検
討
で
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料

あ
る
。
そ
の
他
の
一
般
的
な
助
成
は
従
来
ど
お
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

」
の
対
策
の
う
ち
棚
上
げ
の
拡
大
と
責
任
分
野
の
峻
別
の
考
え
方
は
、

資

〈
資
料
日
〉
の
「
日
本
国
有
鉄
道
の
再
建
に
つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
に
比
較

的
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。
こ
れ
が
今
回
の
法
律
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
が
そ
の
概
要
は
、
〈
資
料
日
〉
の
「
日
本
国
有
鉄
道
の
再
建
に
つ
い
て

ハ
閣
議
了
解
〉
の
概
要
」
の
図
に
示
さ
れ
て
い
る
。

特
に
地
方
交
通
線
の
問
題
に
対
す
る
政
策
の
も
と
に
な
っ
た
の
が
、
運
輸

政
策
審
議
会
の
国
鉄
地
方
交
通
線
問
題
小
委
員
会
で
ま
と
め
た
〈
資
料
げ
〉

の
「
国
鉄
ロ
ー
カ
ル
線
問
題
に
つ
い
て
」
の
意
見
で
あ
る
。

〈
資
料
四
〉
の
「
日
本
国
有
鉄
道
の
再
建
の
基
本
方
針
」
は
、
昭
和
五
四

年
一
二
月
二
九
日
閣
議
了
解
の
〈
資
料
日
〉
の
「
日
本
国
有
鉄
道
の
再
建
に

つ
い
て
」
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
今

回
の
法
律
が
で
き
た
と
考
え
て
よ
い
。

伺

予
算
編
成
作
業
に
お
け
る
調
整

予
算
編
成
時
期
に
お
け
る
議
-
論
で
は
、
あ
る
程
度
金
は
出
す
が
そ
れ
に
も

限
度
が
あ
る
の
で
、
国
鉄
の
合
理
化
努
力
、
赤
字
ロ
ー
カ
ル
線
対
策
を
期
待

す
る
、
と
い
う
の
が
大
蔵
省
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば

黒
字
に
な
る
た
め
の
努
力
に
は
金
は
出
す
が
、
国
鉄
の
内
部
努
力
、
赤
字
線

の
廃
止
を
と
に
か
く
求
め
る
と
い
う
対
応
で
あ
る
。

構
造
的
欠
損
対
策
、
例
え
ば
、
通
学
割
引
の
負
担
な
ど
は
交
通
政
策
上
国

鉄
が
負
う
べ
き
で
あ
る
の
か
、
文
教
政
策
と
し
て
文
部
省
に
予
算
を
つ
け
る

の
が
良
い
の
か
、
ま
た
、
身
障
者
割
引
の
補
填
に
つ
い
て
は
厚
生
省
に
予
算

を
つ
け
る
か
、
そ
れ
と
も
運
輸
省
に
つ
け
た
ら
良
い
の
か
な
ど
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
別
途
政
府
部
内
の
各
省
連
絡
会
議
な
ど
で
現
在
研
究
し
て
い
る

が
、
国
鉄
が
良
き
時
代
に
鷹
揚
に
サ
ー
ビ
ス
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
な
か
な

か
各
省
の
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
結
局
は
予
算
の
最
終
日
で
あ
る
五
四
年

月
二
九
日
に
予
算
で
あ
る
程
度
決
着
を
つ
け
た
閣
議
了
解
と
な
っ
た
の
で
あ

る。
制

法
案
化
の
た
め
の
作
業

先
述
の
閣
議
了
解
で
も
九
一
回
国
会
に
法
律
を
出
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
れ
に
関
し
法
制
局
が
相
談
を
受
け
た
テ
1
マ
の
一
つ
は
、
ど
の
よ
う

な
ス
タ
イ
ル
の
法
律
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
関
係
す

る
国
鉄
法
・
鉄
建
公
団
法
等
の
個
別
法
律
の
一
部
改
正
を
一
本
の
法
律
に
ま

と
め
る
や
り
方
を
と
る
か
、
総
合
的
、
網
羅
的
な
特
別
措
置
を
定
め
る
法
律

を
つ
く
る
や
り
方
に
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
結
局
採
用
さ
れ
た
の
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は
後
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
様
々
な
施
策
を
一
本
の
法
律
に
ま
と
め
た
方

が
、
い
ろ
い
ろ
な
特
別
措
置
法
の
前
例
も
あ
る
し
、
国
民
に
と
っ
て
わ
か
り

や
す
い
と
い
う
理
由
と
、
新
設
さ
れ
る
地
方
交
通
線
対
策
協
議
会
の
規
定
を

組
み
込
み
う
る
既
存
法
律
が
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
案
化
の
前
提
と
し
て
の
法
律
の
ス
タ
イ
ル
が
決
ま
っ
て
か

ら
、
法
制
局
に
法
律
案
が
持
ち
込
ま
れ
、
審
査
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
法
文
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

今
回
の
法
律
で
一
番
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
地
方
交
通
線
の

選
定
基
準
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
八
資
料
却

V
に
示
さ
れ
て
い
る
素
案
は
、
そ

の
ま
ま
政
令
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
運
輸
省
が
国
会
の
委
員
会
に
提
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
公
表
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
素
案
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
ま
ず
国
鉄
の
役
割
は
大
量
、
高
速
輸

立法過程の一事例J研究

送
と
い
う
鉄
道
と
し
て
の
特
性
を
発
揮
で
き
る
分
野
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
、
具
体
的
に
は
、
都
市
聞
旅
客
輸
送
、
大
都
市
圏
旅
客
輸
送
及
び
大
量
定

型
貨
物
輸
送
に
重
一
点
を
置
く
こ
と
と
し
、

一
方
道
路
の
整
備
、

そ
ー
タ
リ
ゼ

ー
シ
ョ

γ
の
発
展
等
に
伴
い
鉄
道
に
対
す
る
輪
、
送
需
要
が
少
な
く
な
り
鉄
道

と
し
て
の
特
性
を
発
揮
し
難
い
分
野
か
ら
は
撤
退
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。こ
の
た
め
、
輸
送
効
率
が
低
く
、
国
鉄
の
自
立
経
営
上
将
来
と
も
国
鉄
の

負
担
と
な
る
線
区
、
即
ち
『
運
営
の
改
善
の
た
め
の
措
置
(
増
収
策
及
び
合

理
化
策
)
を
講
じ
た
と
し
て
も
な
お
収
支
の
均
衡
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
営
業
線
』
を
地
方
交

通
線
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
政
令
基
準
と
し
て
は
、
中
小
民

鉄
の
例
及
び
モ
デ
ル
試
算
の
結
果
か
ら
み
て
輸
送
密
度
(
そ
の
営
業
線
に
お

け
る
一
日
一
キ
ロ
平
均
の
輸
送
人
員
〉
が
八

O
O
O人
未
満
で
あ
る
営
業
線

と
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
地
方
交
通
線
中
で
も
一
人
当
た
り
の
輸
送
コ
ス
ト
が
鉄
道

よ
り
も
パ
ス
の
方
が
低
い
営
業
線
に
つ
い
て
は
国
民
経
済
的
に
も
国
鉄
が
維

持
す
る
必
要
は
な
い
の
で
積
極
的
に
パ
ス
転
換
を
図
る
こ
と
と
し
、
八
条
二

項
で
は
『
鉄
道
に
よ
る
輸
送
に
代
え
て
乗
合
パ
ス
に
よ
る
輸
送
を
行
う
こ
と

が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
営
業
線
』
を

選
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
政
令
基
準
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て

輸
送
密
度
が
四

O
O
O人
未
満
の
も
の
を
特
定
地
方
交
通
線
と
す
る
が
、
①

ラ
ッ
シ
ュ
時
の
輸
送
量
が
相
当
の
量
あ
る
も
の
、
②
代
替
パ
ス
道
路
が
未
整

備
の
も
の
及
び
③
積
雪
期
に
代
替
パ
ス
道
路
が
一
定
日
数
以
上
閉
鎖
さ
れ
る

も
の
は
、
バ
ス
転
換
困
難
線
と
し
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る。
存
続
さ
れ
る
地
方
交
通
線
に
つ
い
て
は
、
現
在
よ
り
一
一
層
の
合
理
化
が
行
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料

わ
れ
る
が
、
再
建
法
上
は
①
特
別
割
増
運
賃
を
適
用
す
る
(
一
一
一
一
条
)
ほ

か
、
バ
ス
転
換
す
る
代
り
に
国
鉄
か
ら
鉄
道
施
設
の
無
償
貸
付
け
・
譲
渡
を

資

受
け
地
元
負
担
に
よ
り
民
営
鉄
道
と
し
て
存
続
さ
せ
る
途
を
開
く
(
一
二

条
)
と
と
も
に
、
必
要
な
補
助
を
行
う
(
二
四
条
)
等
の
施
策
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
国
鉄
線
の
廃
止
後
の
地
域
交
通
の
確
保
の
た
め
に
、
必
要

な
場
合
に
は
国
鉄
パ
ス
を
運
行
さ
せ
る
等
の
方
法
も
考
え
ら
れ
て
い
る
(
一

一
条
)
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、

一
O
条
三
項
の
い
わ
ゆ
る
見
切
発
車
条
項
で
あ

ろ
う
。
パ
ス
転
換
等
の
後
の
公
共
輸
送
機
関
の
確
保
に
つ
い
て
は
地
元
と
の

協
議
に
よ
っ
て
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
法
律
上
は
九
条
に

お
い
て
特
定
地
方
交
通
線
対
策
協
議
会
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
会
議
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
運
輸
省
(
陵
運
局
〉
、
建
設
省
(
地
方
建
設
局
)
、
北
海

道
開
発
庁
(
北
海
道
開
発
局
)
、
公
安
委
員
会
(
都
道
府
県
警
察
)
及
び
国

鉄
(
鉄
道
管
理
局
)
と
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
会
議
に
お
い
て
は
で
き
る
だ
け
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
が
望
ま
し
い

が
、
従
来
の
例
か
ら
み
て
地
元
と
の
調
整
に
多
く
の
時
聞
を
要
す
る
こ
と
、

国
鉄
の
再
建
が
急
が
れ
て
い
る
こ
と
等
を
勘
案
し
、
一

O
条
二
項
で
は
『
会

議
開
始
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
も
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
国
鉄
は

国
鉄
法
五
三
条
の
廃
止
の
許
可
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
』
旨
規
定
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
国
鉄
法
五
三
条
で
は
国
鉄
は
本
来
特
段
の
制
約
な
し
に
営
業

線
の
休
止
又
は
廃
止
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
建
前
で
あ
る
が
、
現
実

に
は
地
元
の
反
対
運
動
が
激
し
く
、
申
請
を
出
す
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ

り
、
従
来
再
三
企
図
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
線
の
廃
止
が
中
途
で
挫
折
し
た
理
由

が
こ
の
辺
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
鉄
も
自
己
の
判
断
で
直

ち
に
廃
止
申
請
を
行
わ
ず
、
最
近
二
年
間
の
地
元
に
お
け
る
協
議
期
間
を
磯

保
す
る
趣
旨
で
、
あ
え
て
こ
の
規
定
を
入
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
も
ち

論
二
年
を
経
過
し
て
も
国
鉄
が
申
請
し
な
い
場
合
に
も
罰
則
等
は
な
く
、
国

鉄
に
一
種
の
責
務
を
課
し
た
規
定
と
い
え
る
が
、
か
な
り
日
本
的
風
土
を
反

映
し
た
規
定
と
い
え
よ
う
。

同

政
党
と
の
調
整
か
ら
国
会
へ
の
法
案
提
出
ま
で

以
上
の
よ
う
な
議
論
に
基
づ
き
法
案
を
ま
と
め
て
各
政
党
と
の
調
整
に
入

っ
た
が
、
自
民
党
に
お
い
て
は
、
地
方
交
通
線
の
パ
ス
転
換
問
題
を
中
心

に
、
総
論
・
各
論
を
含
め
相
当
議
論
は
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
了
解
を
得

た
。
た
だ
、
〈
資
料
幻
〉
に
あ
る
よ
う
に
総
務
会
か
ら
運
輸
大
臣
及
び
国
鉄

総
裁
に
対
し
強
い
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
。
他
方
、
社
会
党
そ
の
他
の
野
党

は
反
対
、
特
に
地
方
交
通
線
対
策
に
つ
い
て
反
対
の
態
度
を
堅
持
し
て
い

R
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こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
閣
議
決
定
を
経
て
法
案
が
国
会
に
出

た
の
が
今
年
の
二
月
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
、
様
々
な
情
勢
の
下
で
審
議
は

遅
れ
、
二
・
コ
一
度
質
疑
が
あ
っ
た
の
み
で
会
期
は
終
了
し
た
。
し
か
し
、
再

度
提
出
の
必
要
が
認
め
ら
れ
、
改
め
て
審
査
を
し
て
次
の
臨
時
国
会
に
再
提

出
し
た
。
こ
の
と
き
、
た
ま
た
ま
賃
金
引
上
げ
に
関
す
る
公
労
委
の
仲
裁
裁

定
が
あ
っ
た
が
、
政
府
は
公
労
法
一
六
条
に
基
づ
い
て
、
国
鉄
に
つ
い
て
は

仲
裁
裁
定
を
実
施
す
る
だ
け
の
資
金
的
な
手
当
は
な
い
上
本
法
に
基
づ
い
て

債
務
の
棚
上
げ
と
無
利
子
貸
付
け
を
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
資
金
シ
ョ
ー
ト
が

生
じ
て
仲
裁
裁
定
は
実
施
で
き
な
い
と
い
う
主
張
を
同
時
に
提
出
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
は
野
党
は
一
斉
に
反
発
し
、
仲
裁
裁
定
と
国
鉄
再
建
法
は
無
関

係
で
あ
る
と
論
じ
た
が
、
政
府
は
、
本
法
が
成
立
し
な
け
れ
ば
年
間
一
一
一

0
0

0
億
以
上
の
資
金
シ
ョ
ー
ト
が
生
じ
る
た
め
、
裁
定
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
応
酬
し
、
こ
の
問
題
が
事
実
上
再
建
法
と
か
ら
む
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
臨
時
国
会
で
は
比
較
的
順
調
に
審
議
が
進
み
、

立法過程の一事例研究

つ
い
先
頃
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
政
治
力
学
は
直
接
の
関
係

者
で
な
い
筆
者
に
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
本
法
の
成
立
に
は
こ
の
よ
う
な
政

治
的
な
事
情
も
か
ら
ん
で
い
た
、
と
い
え
よ
う
。

約

国
会
に
お
け
る
質
疑
の
概
要

国
会
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
、
八
資
料
開
仏
〉
に
ま
と
め
て
あ
る
が
、
法

律
そ
の
も
の
の
背
景
と
な
る
事
項
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

最
も
質
問
が
多
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
地
元
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
地

方
交
通
線
の
廃
止
に
関
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
①
廃
止
は
交
通
弱
者
へ
の

し
わ
ょ
せ
で
あ
る
。
②
地
方
交
通
線
の
赤
字
は
幹
線
の
赤
字
よ
り
も
少
な

い
。
③
鉄
道
は
パ
ス
よ
り
省
エ
ネ
に
な
る
。
④
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
政
令

基
準
に
機
械
的
に
あ
て
は
め
ず
、
地
元
の
要
望
、
事
情
に
応
じ
て
蝉
力
的
に

運
用
す
べ
き
で
あ
る
。

(
そ
の
一
方
〉
⑤
政
治
的
配
慮
を
し
た
選
定
は
一
切

す
べ
き
で
は
な
い
、
⑥
北
海
道
に
つ
い
て
は
特
例
を
設
け
よ
、
⑦
見
切
発
事

条
項
は
不
適
当
で
あ
り
、
削
除
す
べ
し
、
等
の
意
見
、
か
強
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
側
は
、
①
廃
止
し
て
も
パ
ス
等
に
よ
り
鉄
道
の
時
よ

り
も
回
数
が
多
い
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
。
ま
た
地
元
の
選
択
に
よ
り

民
営
鉄
道
と
し
て
存
続
さ
せ
る
途
も
用
意
し
て
あ
る
。
②
幹
線
は
合
理
化
等

に
よ
り
黒
字
に
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
地
方
ム
交
通
線
は
現
在
以
上
に
合
理

化
す
る
余
地
は
な
い
の
で
今
後
も
赤
字
が
増
大
す
る
一
方
で
あ
る
。
③
大
量

輸
送
の
場
合
は
鉄
道
の
方
が
省
エ
ネ
で
あ
る
が
小
量
輸
送
の
場
合
は
パ
ス
の

方
が
省
エ
ネ
で
あ
る
。
④
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
の
事
情
等
に
関
す
る

意
見
は
聴
く
が
、
原
則
と
し
て
政
令
基
準
に
該
当
す
る
か
否
か
に
よ
り
一
律

に
選
定
す
る
。
⑤
政
治
的
配
慮
等
は
一
切
し
な
い
。
⑥
特
定
の
地
域
に
つ
い
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料

て
、
特
別
の
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
⑦
見
切
発
車
条
項
は

や
む
を
得
な
い
、
等
と
答
弁
し
て
い
る
。

資

な
お
、
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
異
例
な
こ
と
で
あ
る
が
、
法
律
が
未
成

立
の
段
階
で
政
府
部
内
の
意
見
が
完
全
に
一
致
し
た
政
令
案
を
提
示
し
な
け

れ
ば
審
議
に
応
じ
な
い
と
の
意
見
が
一
部
の
党
か
ら
出
さ
れ
た
。
政
府
側
は

や
む
な
く
運
輸
省
の
現
時
点
に
お
け
る
考
え
方
と
し
て
政
令
案
骨
子
を
提
出

し
た
が
、
な
か
な
か
了
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

次
に
目
立
っ
た
質
問
は
、
国
鉄
赤
字
の
原
因
及
び
対
策
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
①
国
鉄
労
使
の
合
理
化
努
力
の
不
足
、
②
管
理
者
の
意
欲
・
責
任
感

の
欠
如
、
③
運
賃
の
急
激
か
つ
大
幅
な
ア
ッ
プ
、
④
ト
ラ
ッ
ク
、

マ
イ
カ
ー

の
法
的
規
制
、
⑤
総
合
交
通
対
策
の
欠
如
、
等
の
個
別
問
題
を
指
摘
す
る
も

の
が
あ
っ
た
が
、
わ
が
国
の
交
通
体
系
全
体
の
中
に
お
け
る
国
鉄
の
あ
り
方

論
、
経
営
改
善
に
関
す
る
総
合
的
・
具
体
的
な
政
策
手
段
に
関
す
る
提
言
は

ご
く
少
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
前
述
の
特
定
人
件
費
、
地
方
交
通
線
の
赤
字
、
設
備
投
資
(
新
幹

線
建
設
、
在
来
線
の
改
良
等
を
含
め
)
の
費
用
は
す
べ
て
国
庫
負
担
と
す
べ

し
、
等
の
議
論
も
な
さ
れ
た
。

w 
法
律
成
立
後
の
問
題

こ
の
よ
う
に
し
て
法
律
が
成
立
し
、
運
輸
省
が
政
令
案
を
作
成
し
で
関
係

方
面
と
調
整
に
当
た
っ
た
が
、
こ
こ
で
一
番
問
題
と
な
り
、
世
間
の
関
心
を

集
め
る
の
は
、
や
は
り
特
定
地
方
交
通
線
を
選
定
す
る
基
準
に
関
す
る
規
定

で
あ
ろ
う
。

地
方
交
通
線
等
の
選
定
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
第
八
条
で
は
か
な
り
広

範
囲
に
政
令
に
委
任
し
て
い
る
が
、
国
会
審
議
中
に
少
数
で
は
あ
る
が
「
こ

の
法
律
は
重
要
な
点
に
つ
き
政
令
へ
の
委
任
が
多
い
。
政
令
へ
の
白
紙
委
任

は
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

は
「
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
命
令
へ
の
白
紙
委
任
で
は
な
い
。
憲
法
上
も
許
さ
れ

る
委
任
の
範
囲
内
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
筆
者
も
法

制
局
に
お
け
る
審
査
の
際
問
題
に
し
た
点
で
あ
る
。

審
査
の
過
程
に
つ
い
て
若
干
説
明
す
る
と
、
ま
ず
「
幹
線
鉄
道
網
を
形
成

す
る
営
業
線
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
」
に
つ
い
て

は
、
幹
線
と
い
え
ば
お
お
む
ね
社
会
通
念
上
も
熟
し
た
意
味
を
持
つ
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
特
別
の
要
件
を
付
さ
ず
に
政
令
に
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
法
八
条
一
項
の
「
運
営
改
善
措
置
を
講
じ
て
も
収
支
均
衡
の
確
保
が

困
難
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
営
業
線
」
に
つ

い
て
は
、
収
入
の
増
加
、
経
費
の
節
減
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
手
を
尽
し
て

も
赤
字
の
ま
主
で
あ
る
線
、
と
い
う
基
本
的
な
要
件
も
あ
る
の
で
許
さ
れ
る
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の
で
は
な
い
か
と
判
断
し
た
。

さ
ら
に
、
八
条
二
項
の
「
パ
ス
輸
送
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
営
業
線
」
に
つ
い
て
も
、
ラ
ッ
シ
ュ
時
一
時
間

一
0
0
0人
と
か
い
う
要
件
を
ど
う
表
現
す
べ
き
か
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
し

た
が
、
結
局
こ
の
法
律
の
他
の
規
定
の
ト
l
ン
等
か
ら
み
て
、

「
適
当
で
あ

る
」
と
い
う
表
現
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
も
ち
論
、
こ

れ
以
外
の
規
定
ぶ
り
も
あ
る
い
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
J

が
、
す
べ
て
を
法

律
に
規
定
す
る
と
き
り
が
な
い
し
、
か
え
っ
て
複
雑
に
な
っ
て
真
意
が
不
明

に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
政
令
で
は
こ
の
点
を
充
分
心
し
て
規
定
し
な

け
れ
ば
と
感
じ
て
い
る
。

最
後
に
申
し
述
べ
た
い
こ
と
は
、
国
鉄
再
建
の
重
要
性
は
理
解
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
思
う
が
、
問
題
は
こ
の
よ
う
な
再
建
政
策
が
出
て
き
た
背
景
事
情

が
十
分
国
民
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

立法過程の一事例研究

の
政
府
の
態
度
は
こ
う
い
う
法
律
が
あ
る
か
ら
と
い
う
主
張
の
み
に
終
始

し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
法
律
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
と
の
説
明
が
比
較
的
不

十
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
は
で
き
る
だ
け
そ
の
よ
う
な
事
情

を
政
府
の

P
R
誌
と
か
雑
誌
に
書
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
国
民
に
広
く
知

ら
せ
る
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

国
鉄
再
建
法
施
行
令
案
作
成
の
経
過

(
四
の
部
分
は
、
政
令
制
定
後
に
追
加
し
た
。
〉

付

地
方
交
通
線
に
関
す
る
政
令
案

国
鉄
再
建
法
は
、
五
五
年
一
一
月
二
八
日
に
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
可

決
さ
れ
、
国
会
提
出
後
九
ヶ
月
を
経
て
よ
う
や
く
成
立
し
た
。

こ
の
間
運
輸
省
は
、
公
式
、
非
公
式
に
関
係
各
省
庁
及
び
地
方
公
共
団
体

の
団
体
等
と
政
令
案
に
つ
い
て
折
衝
を
行
っ
た
が
合
意
に
至
ら
ず
、
国
会
法

に
定
め
る
公
布
期
限
(
奏
上
の
日
か
ら
一
一
一

O
日
以
内
)
で
あ
る
一
一
一
月
二
七

日
に
法
律
の
み
公
布
さ
れ
た
。

政
令
案
に
つ
き
最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
法
律
八
条
一
項
の
「
地
方
交

通
線
」
の
選
定
基
準
及
び
八
条
二
項
の
「
特
定
地
方
交
通
線
」
の
選
定
基
準

と
そ
の
選
定
手
順
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。

運
輸
省
は
、
当
初
原
案
と
し
て
、
国
会
に
提
出
し
た
選
定
基
準
案
を
基
礎

と
し
た
案
を
準
備
し
、
す
べ
て
の
パ
ス
転
換
対
象
線
区
を
五
六
年
度
当
初
に

選
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

幹
線
を
除
く
旅
客
輸
送
密
度
八

0
0
0人
未
満
の
営
業
線
を
地
方
交

通
線
と
す
る
。

右
の
地
方
交
通
線
の
う
ち
、
旅
客
輸
送
密
度
四

0
0
0人
未
満
の
営
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料

業
線
を
パ
ス
転
換
等
の
対
象
と
な
る
特
定
地
方
交
通
線
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
イ
、

戸、

ハ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

資

イ

ラ
ッ
シ
ュ
一
時
間
に
お
け
る
一
方
向
の
輸
送
人
員
が
一

0
0
0人

以
上
で
あ
る
区
間
が
あ
る
営
業
線

ロ

代
替
輸
送
道
路
が
未
整
備
で
あ
る
営
業
線

代
替
輸
送
道
路
が
積
雪
期
に
年
間
一

O
日
を
超
え
て
不
通
と
な
っ

た
区
聞
が
あ
る
営
業
線

一
の
「
地
方
交
通
線
」
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
仮
に
地
方
交
通
線
と
し
て

選
定
さ
れ
て
も
、
割
増
運
賃
が
適
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
民
営
移
管
の
可
能
性

が
生
ず
る
と
い
う
程
度
の
影
響
で
あ
る
の
で
さ
ほ
ど
議
論
は
な
か
っ
た
が
、

「
特
定
地
方
交
通
線
」

(
以
下
「
特
定
線
」
と
略
称
〉
と
し
て
選
定
さ
れ
る

と
、
パ
ス
に
転
換
さ
れ
る
か
、
な
お
存
続
さ
せ
る
に
は
地
元
負
担
に
よ
り
民

営
化
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
、
地
元
及
び
関
係
省
庁
の
修
正
窓

見
に
は
き
わ
め
て
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
主
な
も
の
は
、
お
お
む
ね
次
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。

①
北
海
道
の
支
庁
は
、
県
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
所
在
地
は
主
要
都
市
ハ
人
口
一

O
万
以
上
の
市
〉
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の

間
を
結
ぶ
営
業
線
は
幹
線
と
す
べ
き
で
あ
る
。

②
輸
送
実
態
ハ
幹
線
へ
の
莱
継
ぎ
量
〉
、
列
車
の
運
行
実
態
ハ
支
線
か
ら
幹

線
へ
の
直
通
乗
入
れ
〉
等
か
ら
み
て
、
幹
線
と
一
体
で
あ
る
も
の
は
幹
線
と

し
て
取
り
扱
う
か
、
少
く
と
も
特
定
線
と
は
し
な
い
。

③
新
線
建
設
工
事
中
の
区
間
を
含
め
、
両
端
に
お
い
て
幹
線
と
接
続
す
る
営

業
線
は
鉄
道
網
を
形
成
す
る
の
で
特
定
線
と
は
し
な
い
。

④
地
域
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
あ
る
営
業
線
、
重
要
港
湾
を
結
ぶ
営
業
線
、

産
炭
地
滅
に
あ
る
営
業
線
、
住
宅
団
地
等
が
計
画
さ
れ
て
い
る
営
業
線
等

は
、
将
来
輸
送
量
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
特
定
線
と
は
し
な
い
。

」
れ
ら
の
意
見
を
と
り
入
れ
た
場
合
に
は
、
パ
ス
転
換
対
象
線
は
、
約

一
0
0
0キ
ロ
と
な
り
、
当
初
の
予
定
(
約
四

0
0
0キ
ロ
〉
か
ら
著
し
く

後
退
し
実
質
的
に
骨
抜
き
に
な
る
こ
と
及
、
ひ
理
論
的
に
も
次
の
よ
う
な
問
題

が
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
運
輸
省
は
原
案
を
維
持
し
続
け
た
。

①
北
海
道
の
支
庁
が
法
令
上
県
と
同
様
の
性
格
を
も
っ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
ま
た
支
庁
と
本
庁
と
の
聞
の
交
通
需
要
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
支
庁
相
互

間
の
交
通
需
要
は
ど
の
程
度
発
生
す
る
の
か
疑
問
。

②
輸
送
実
態
、
運
行
実
態
は
、
旅
客
の
行
動
パ
タ
l
γ
、
国
鉄
の
車
両
運
用

の
便
宜
等
複
雑
な
要
因
か
ら
な
っ
て
お
り
、
簡
単
に
変
更
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
法
令
で
基
準
を
定
め
る
場
合
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
の
は
不
適

当
で
は
な
い
か
。

③
鉄
道
網
を
形
成
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
輸
送
需
要
が
少
な
い
も
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の
、
幹
線
と
の
乗
継
ぎ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
は
鉄
道
特
性
を
も
つ
も
の
と

し
て
存
続
さ
せ
る
べ
き
と
い
え
る
か
。

④
地
域
開
発
、
重
要
港
湾
整
備
等
に
よ
り
ど
の
程
度
の
鉄
道
に
対
す
る
需
要

が
発
生
す
る
か
は
疑
問
。
む
し
ろ
従
来
の
例
か
ら
み
れ
ば
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る

輸
送
が
大
部
分
で
あ
る
。
産
炭
地
域
振
興
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ

し
、
現
に
計
画
が
進
行
中
で
あ
り
、
昭
和
六

0
年
度
ま
で
に
完
成
す
る
住
宅

団
地
、
学
校
、
工
業
団
地
等
の
整
備
に
伴
う
旅
客
の
予
想
増
加
量
は
輸
送
密

度
、
ラ
ッ
シ
ュ
一
時
間
輸
送
量
の
算
定
に
際
し
算
入
す
る
。

さ
ら
に
、
特
定
線
の
基
準
そ
の
も
の
に
関
す
る
重
大
な
修
正
意
見
と
し
て

⑤
五
四
年
一
二
月
の
閣
議
了
解
で
は
、
輸
送
密
度
が
二

0
0
0人
未
満
の
も

の
を
バ
ス
転
換
す
ベ
し
、
と
し
て
お
り
、
か
つ
六

0
年
度
ま
で
に
現
実
に
パ

ス
転
換
等
が
可
能
と
見
込
ま
れ
る
線
は
延
長
キ
ロ
の
短
い
盲
腸
線
で
あ
ろ
う

か
ら
、
政
令
基
準
も
「
二

O
O
O人
未
満
で
延
長
三

0
キ
ロ
未
満
の
も
の
」

立法過程の一事例j研究

と
す
べ
き
、
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

こ
の
意
見
に
対
し
て
は
、
八
条
二
項
は
「
鉄
道
輸
送
に
代
え
て
パ
ス
輸
送

に
よ
る
こ
と
が
適
当
な
営
業
線
」
を
一
律
に
選
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

そ
れ
は
コ
ス
ト
試
算
か
ら
み
て
も
四

O
O
O人
未
満
で
あ
り
、
ま
た
国
会
の

審
議
経
過
か
ら
み
て
も
政
令
基
準
を
「
二

0
0
0人
未
満
」
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
し
て
「
一
一
一

0
キ
ロ
未
満
の
盲
腸
線
」
と
す
る
こ
と
は
法
律
が

予
定
し
て
い
る
委
任
の
範
囲
を
超
え
る
、
と
し
て
反
対
し
た
。

こ
れ
ら
の
修
正
意
見
の
背
景
に
は
、
法
律
案
作
成
の
段
階
に
お
い
て
は
具

体
的
な
選
定
基
準
は
政
令
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
政
令
の
段
階
に
お
い
て
で

き
る
限
り
各
省
庁
等
の
政
策
目
的
に
照
ら
し
支
障
の
な
い
パ
ス
転
換
等
対
象

営
業
線
の
選
定
を
行
お
う
と
す
る
考
え
が
あ
り
、
ま
た
地
方
公
共
団
体
等
の

意
見
も
考
慮
し
政
令
上
は
と
り
あ
え
ず
昭
和
六

0
年
度
ま
で
に
転
換
可
能
と

思
わ
れ
る
も
の
の
み
を
規
定
し
第
二
次
選
定
を
行
う
場
合
に
は
再
度
政
令
改

正
を
必
要
と
す
る
形
に
し
て
お
き
、
そ
の
際
に
再
度
特
定
線
の
再
検
討
を
行

お
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

法
律
の
公
布
後
二
ヶ
月
を
経
過
し
た
五
六
年
二
月
に
入
り
、
政
令
案
の
各

省
調
整
は
本
格
化
し
、
二
月
二
四
日
に
は
関
係
閣
僚
に
よ
る
調
整
の
た
め
の

会
議
(
官
房
長
官
、
運
輸
・
大
蔵
・
文
部
・
通
産
・
建
設
・
自
治
の
各
大

臣
、
北
海
道
開
発
庁
・
防
衛
庁
各
長
官
が
出
席
〉
が
開
催
さ
れ
、
政
令
案
の

内
容
に
つ
い
て
は
意
見
の
一
致
は
み
な
か
っ
た
が
、
早
急
に
結
論
を
得
る
よ

う
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
事
務
当
局
相
互
間
に
お
い
て
徹
夜
の
調
整
が
続
け
ら
れ
、
お
お

む
ね
次
の
よ
う
な
調
整
案
で
結
着
で
き
る
見
通
し
と
な
っ
た
。

①
支
庁
相
互
間
連
絡
線
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
比
較
的
中
長
距
離
客
が
多

く
、
か
つ
輸
送
密
度
も
相
当
程
度
あ
る
営
業
線
は
鉄
道
特
性
が
あ
る
と
い
え
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業十資

る
の
で
、

ぇ
、
か
つ
全
区
聞
に
お
い
て
輸
送
密
度
が
一

0
0
0人
を
超
え
る
営
業
線
」

は
特
定
線
か
ら
除
外
す
る
。
(
こ
れ
に
よ
り
全
国
で
約
一

0
0
0キ
ロ
が
特

「
定
期
客
を
除
く
普
通
旅
客
の
平
均
乗
車
距
離
が
三

0
キ
ロ
を
超

定
線
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
)

②
特
定
線
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
営
業
線
の
廃
止
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
営
業
線
の
長
さ
、
旅
客
輸
送
量
、
他
の
鉄
道
と
の
接
続
の
態
様
そ
の
他
の

事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
段
階
的
に
行
う
も
の
と
し
、
具
体
的
に
は
「
最

初
に
は
@
延
長
キ
ロ
が
三

0
キ
ロ
以
下
で
輸
送
密
度
二

0
0
0人
未
満
の
盲

腸
線
及
び
@
@
の
ほ
か
、
輸
送
密
度
五

O
O人
未
満
の
営
業
線
」
(
@
@
を
合

わ
せ
約
九
五

0
キ
ロ
)
を
選
定
す
る
旨
政
令
で
選
定
の
手
順
守
}
規
定
す
る
。

こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
の
合
意
は
得
ら
れ
た
も
の
の
、
@
の
う

ち
五

0
キ
ロ
を
超
え
る
営
業
線
及
び
石
炭
輸
送
を
行
っ
て
い
る
営
業
線
(
約

二
0
0キ
ロ
)
は
特
定
線
と
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
意
見
も
な
お
強
か
っ

た
た
め
、
最
終
的
に
は
閣
僚
に
よ
る
協
議
に
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三
月
二
日
早
朝
、
関
係
閣
僚
に
よ
る
会
議
が
開
催
さ
れ
、
官
房
長
官
調
整

案
と
し
て
、

「
特
定
線
の
選
定
基
準
と
し
て
前
述
①
を
追
加
す
る
。
選
定
手

順
に
つ
い
て
政
令
で
規
定
す
る
も
の
と
し
、
前
述
②
の
営
業
線
の
う
ち
、
五

0
キ
ロ
を
超
え
る
営
業
線
及
び
石
炭
輸
送
線
は
第
一
次
選
定
か
ら
除
外
す

る
。
」
旨
の
案
が
出
さ
れ
、
議
論
の
結
果
了
承
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
政
令
案
は
確
定
し
、
三
月
一
一
一
日
に
閣
議
決
定

さ
れ
、
三
月
一
一
日
に
公
布
さ
れ
た
。

現
時
点
に
お
け
る
デ
ー
タ
を
基
礎
と
し
て
筆
者
が
試
算
し
た
結
果
、
国
鉄

の
営
業
線
は
お
お
む
ね
〈
資
料
幻
〉
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

C::) 

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
政
令
案

そ
の
他
の
政
令
に
お
い
て
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
律
案
作
成
の
段

階
に
お
い
て
関
係
省
庁
と
の
間
で
了
解
点
に
達
し
て
い
た
た
め
、
大
き
な
問

題
は
な
か
っ
た
。
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
特
定
地
方
交
通
線
対
策
協
議
会
の
構
成
員
及
び
同
協
議
会
の
会
議
の
構
成

員
を
定
め
た
。
(
令
六
、
七
)

②
地
方
交
通
線
の
貸
付
け
、
譲
渡
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
有
償
と
す

る
が
、
特
定
線
と
さ
れ
た
も
の
及
び
輸
送
密
度
四

O
O
O人
未
満
で
パ
ス
転

換
が
困
難
と
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
無
償
と
す
る
。
(
令
八
〉

③
特
定
債
務

(1棚
上
げ
債
務
)
と
す
る
債
務
は
、
国
鉄
が
一
ニ
一
年
か
ら
五

四
年
ま
で
に
政
府
(
資
金
運
用
部
)
か
ら
借
り
入
れ
た
債
務
の
う
ち
五
兆
五

九
九
億
円
と
す
る
。
こ
の
う
ち
、
五
一
年
度
に
棚
上
げ
し
た
も
の
の
再
棚
上

げ
分
が
二
兆
二
三
七
九
億
円
、
今
回
新
た
に
棚
上
げ
す
る
分
が
二
兆
八
二
二
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O
億
円
で
あ
る
。

(令一

O
)

④
国
鉄
が
五
一
年
度
か
ら
五
四
年
度
ま
で
に
旧
棚
上
げ
債
務
の
償
還
の
た
め

に
国
の
一
般
会
計
か
ら
無
利
子
で
貸
付
け
を
受
け
た
債
務
二
六
二
二
億
円
に

つ
い
て
は
、
五
年
間
償
還
を
延
期
す
る
。

(
令
一
一
)

⑤
特
定
線
を
バ
ス
又
は
民
営
鉄
道
に
転
換
し
た
後
に
お
け
る
パ
ス
事
業
又
は

民
営
鉄
道
事
業
に
対
し
て
は
、
五
年
間
、
パ
ス
に
つ
い
て
は
赤
字
の
全
額
、

民
営
鉄
道
に
つ
い
て
は
赤
字
の
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
。

(
令
一
二
〉

五

再
建
へ
の
動
き

付

地
方
交
通
線
の
選
定

政
令
の
公
布
後
五
六
年
四
月
一
日
に
、
国
鉄
か
ら
運
輸
大
臣
に
対
し
、
法

八
条
一
項
に
基
づ
き
、
地
方
交
通
線
一
七
五
線
、

一
万
一
六

0
キ
ロ
の
選
定

立法過程の一事例研究

承
認
申
請
が
な
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
国
鉄
は
次
い
で
特
定
地
方
交
通
線
の

第
一
次
選
定
分
の
選
定
の
た
め
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
近
く
第
一
次
選
定

の
運
び
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

t二)

経
営
改
善
計
画
の
提
出

次
い
で
五
六
年
五
月
一
目
、
国
鉄
か
ら
法
四
条
五
項
に
基
づ
く
経
営
改
善

計
画
の
承
認
申
請
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
〈
資
料
M
〉〉。

①
旅
客
輸
送
に
つ
い
て
は
、
都
市
聞
及
び
大
都
市
圏
を
中
心
に
輸
送
カ
を
増

強
す
る
。
東
北
・
上
越
新
幹
線
は
五
七
年
及
び
五
九
年
〈
上
野
・
大
宮
間
)

に
開
業
す
る
。

②
貨
物
輸
送
量
は
現
状
維
持
程
度
と
し
、
貨
物
駅
等
は
縮
減
す
る
。

③
六

0
年
度
ま
で
に
特
定
地
方
交
通
線
約
三

0
0
0キ
ロ
を
廃
止
す
る
。

④
職
員
数
を
、
五
五
年
度
四
二
万
人
か
ら
、
東
北
・
上
越
新
幹
線
の
開
業
に

伴
う
増
員
二
万
人
を
含
め
、
六

0
年
度
に
三
五
万
人
に
縮
減
す
る
。

⑤
業
務
の
機
械
化
、
外
注
化
等
に
よ
る
合
理
化
を
図
る
。

⑥
運
賃
は
毎
年
度
五
%
程
度
の
改
定
を
見
込
む
ほ
か
、
地
方
交
通
線
に
は
特

別
運
賃
を
適
用
す
る
。

右
の
前
提
の
下
に
、
参
考
と
し
て
筆
者
が
お
お
ま
か
に
六

0
年
度
の
収
支

状
況
を
試
算
す
る
と
(
〈
資
料
部
〉
〉
、
国
の
補
助
金
を
五
六
年
度
と
同
額

と
仮
定
し
た
場
合
に
は
、
全
体
と
し
て
約
一
兆
円
の
赤
字
を
生
ず
る
こ
と
に

な
る
。」

の
中
で
特
定
人
件
費
を
除
き
、
幹
線
部
門
左
地
方
交
通
線
・
地
方
バ
ス

部
門
と
に
分
け
て
み
る
と
、
幹
線
部
門
は
辛
う
じ
て
黒
字
と
な
る
が
、
地
方

部
門
は
二
三

O
O億
円
の
赤
字
と
な
る
。
特
定
人
件
費
と
地
方
部
門
と
を
合
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手lf

わ
せ
た
国
鉄
の
み
の
責
任
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
構
造
的
欠
損
は

資

一
兆
円
に
達
し
、
全
体
の
赤
字
額
に
ほ
ぼ
等
し
い
。

ま
た
、
こ
の
参
考
試
算
で
は
、
東
北
・
上
越
新
幹
線
の
開
業
に
伴
う
資
本

費
負
担
(
東
北
新
幹
線
に
係
る
利
子
・
減
価
償
却
費
及
び
上
越
新
幹
線
に
係

る
鉄
建
公
団
へ
の
借
料
(
利
子
・
減
価
償
却
費
ほ
か
)
年
間
約
四

0
0
0億

円
)
は
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
途
の
政

策
に
よ
る
補
て
ん
を
期
待
し
て
い
る
と
も
恩
わ
れ
る
が
、
財
政
危
機
の
折
に

お
い
て
、
将
来
の
採
算
等
を
度
外
視
し
た
新
幹
線
建
設
(
青
函
ト
ン
ネ
ル
を

含
め
)
の
ツ
ケ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
誰
が
負
担
す
る
の
が
適
当
な
の
だ
ろ

う
か
。

お

わ

り

内
閣
法
制
局
の
組
織
、
役
割
等
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
御
理
解
戴
け
た

こ
と
と
岡
山
う
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
立
法
の
大
部
分
が
政
府
主
導
型
で
行

わ
れ
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後
と
も
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
内
閣

法
制
局
に
職
を
奉
ず
る
筆
者
と
し
て
は
今
後
と
も
立
法
技
術
の
み
な
ら
ず
、

広
く
法
学
全
般
に
つ
い
て
研
さ
ん
を
積
む
必
要
を
つ
く
づ
く
感
じ
て
い
る
。

ま
た
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
国
鉄
再
建
法
及
び
施
行
令
を
素
材
と
し

て
、
あ
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
正
確
に
は
報

道
さ
れ
難
い
政
党
や
各
省
庁
と
の
調
整
の
経
過
に
つ
い
て
も
不
充
分
で
は
あ

ろ
う
が
許
さ
れ
る
範
囲
内
で
説
明
を
し
た
が
、
こ
の
っ
た
な
い
文
章
が
諸
先

生
の
御
研
究
の
一
助
と
も
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

な
お
、
文
中
意
見
、
感
想
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
個
人
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
。

質
疑
応
答
(
要
旨
)

Q 

法
制
局
生
え
ぬ
き
の
メ
ン
バ
ー
は
一
部
に
集
中
す
る
の
か
。

A 

事
務
官
は
と
も
か
く
、
参
事
官
に
は
生
え
ぬ
き
は
い
な
い
。
長
官
、
次

長
、
部
長
も
、
出
向
し
て
き
た
参
事
官
の
中
か
ら
適
任
と
恩
わ
れ
る
人
が

残
さ
れ
て
昇
任
し
て
い
る
。

Q 

各
省
と
法
制
局
の
見
解
が
対
立
し
た
と
き
は
ど
う
な
る
か
。

A 

政
府
の
公
定
解
釈
は
法
制
局
が
行
う
。
た
だ
、
法
制
局
は
受
身
の
存
在

で
あ
る
か
ら
、
問
わ
れ
な
い
限
り
意
見
は
述
べ
な
い
。
ま
た
、
学
説
が
対

立
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
苦
し
く
、
玉
虫
色
の
回
答
に
な
る
こ
と
も
あ

る
Q 

各
省
で
難
問
を
処
理
す
る
と
き
、
あ
え
て
法
制
局
の
意
見
を
求
め
ず
に
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独
自
の
見
解
で
強
行
す
る
と
と
は
あ
る
か
。

A 

あ
り
う
る
。
法
制
局
に
意
見
を
聞
く
と
法
改
正
を
迫
ら
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
省
令
で
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
運
用
す
る
こ
と
な
ど
が
あ

る
よ
う
だ
。

Q 

議
院
法
制
局
と
の
相
違
。

A 

議
院
局
の
メ
ン
バ
ー
は
各
院
で
の
生
え
ぬ
き
が
多
く
、
出
向
は
ご
く
少

な
い
。
ま
た
、
内
閣
局
と
違
っ
て
政
策
の
当
否
を
論
じ
る
こ
と
は
な
い
と

思
う
。
議
員
提
案
法
案
も
必
ず
議
院
局
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は

な
し
。

Q 

国
会
で
の
政
府
委
員
答
弁
は
誰
が
す
る
か
。

関
係
各
省
の
局
長
、
部
長
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
課
長
が

説
明
員
と
し
て
行
う
。
法
律
問
題
に
つ
い
て
特
に
求
め
ら
れ
れ
ば
、
法
制

局
の
長
官
、
部
長
が
行
く
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
質
問
の
事
前
通
告
に
基

A 
づ
き
、
議
員
と
各
省
と
が
打
合
せ
す
る
こ
と
も
あ
る
。

立法過程の一事例研究

Q 

立
法
に
際
し
、
法
制
局
は
外
国
の
法
制
度
調
査
を
行
う
か
。

A 

建
前
上
は
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
旅
費
や
ス
タ
ッ
フ
の

関
係
で
局
独
自
で
は
行
え
ず
、
関
係
各
省
が
外
国
ヘ
ス
タ
ッ
フ
を
送
り
資

料
を
収
集
し
て
き
た
の
を
も
と
に
議
論
を
す
る
。
ま
た
国
会
図
書
館
も
詳

し
い
。

Q 

国
鉄
再
建
法
に
つ
い
て
は
外
国
の
例
を
参
考
に
し
た
か
。

A 

し
た
が
、
見
切
発
車
規
定
の
よ
う
に
日
本
的
風
土
故
の
規
定
も
あ
る
。

Q 

担
当
部
に
所
属
す
る
参
事
官
の
出
身
省
以
外
の
省
か
ら
法
案
が
来
た
と

き
は
ど
う
す
る
か
。

A 

他
省
、
出
身
省
の
如
何
を
問
わ
ず
、
通
常
の
審
査
を
す
る
。

Q 

自
分
の
出
身
省
の
意
見
と
対
立
す
る
よ
う
な
法
案
を
審
査
す
る
際
に
間

題
は
な
い
か
。

A 

局
の
伝
統
と
し
て
、
法
制
局
は
原
省
と
は
別
の
立
場
に
あ
る
、
と
い
う

心
構
え
が
叩
き
こ
ま
れ
、
原
省
の
事
情
に
詳
し
い
だ
け
か
え
っ
て
問
題
点

を
発
見
す
る
よ
う
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
省
に
対
し
て
は
、

Q 
参
事
官
は
皆
厳
し
い
指
摘
を
し
て
お
り
、
な
れ
合
い
等
は
絶
対
に
な
い
。

在
任
期
間
は
ど
の
位
か
。

五
年
が
多
い
。
三
年
で
一
人
前
と
い
わ
れ
る
。

A Q 

法
制
局
で
部
長
に
な
る
と
原
省
復
帰
は
な
い
か
。

A 

通
常
は
し
か
り
。

Q 

法
制
局
の
意
見
を
示
す
と
き
、
あ
る
い
は
審
査
の
際
に
は
、
担
当
参
事

官
の
見
解
が
尊
重
さ
れ
る
か
、
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
か
。

A 

第
一
部
が
国
会
又
は
各
省
に
対
し
て
法
制
局
と
し
て
の
見
解
を
示
す
場

合
に
は
第
一
次
的
に
は
担
当
参
事
官
が
原
案
を
作
成
し
、
部
長
が
チ
ェ
ッ

北法32(2・215)559



料

ク
し
、
ま
た
局
全
体
と
し
て
は
次
長
が
ま
と
め
て
い
る
。

二
、
三
、
四
部
で
の
法
律
・
政
令
案
の
審
査
に
際
し
て
は
、
担
当
参
事

資

官
が
大
部
分
の
責
任
を
も
た
さ
れ
て
い
る
。
審
査
し
た
案
は
、
ま
ず
部
長

に
説
明
し
、
指
摘
さ
れ
た
点
が
あ
れ
ば
議
論
し
て
修
正
す
る
。
特
に
難
し

い
も
の
は
、
長
官
・
次
長
に
事
前
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
原
則
的
に

は
担
当
参
事
官
と
部
長
の
段
階
で
す
べ
て
片
付
け
る
。

な
お
、
類
似
法
令
の
附
則
の
規
定
ぶ
り
な
ど
各
参
事
官
に
共
通
す
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
関
係
参
事
官
が
集
ま
っ
て
相
談
す
る
こ
と
も
あ
る
。

Q 

国
鉄
再
建
法
は
、
役
所
主
導
か
政
党
主
導
か
。

役
所
i
運
輸
省
主
導
で
あ
る
。
な
お
、
予
算
に
関
係
す
る
法
制
度
に
つ

A 
い
て
は
、
事
前
に
予
算
編
成
の
段
階
で
大
蔵
省
と
細
か
く
ネ
ゴ
し
て
い

る。

Q 

自
民
党
総
務
会
で
の
議
論
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

A 

漏
れ
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
今
ま
で
の
再
建
策
が
効
果
が
な
か
っ
た
原
因

と
か
地
方
交
通
線
対
策
に
つ
い
て
の
議
論
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

O
条
三
項
の
特
定
地
方
交
通
線
の
廃
止
申
請
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
見
切
発

車
条
項
に
つ
い
て
、
地
元
と
の
協
議
期
間
を
一
争
と
し
て
い
た
原
案
を
二

年
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
今
回
と
ら
れ
た
政
策
に
つ
い
て
は
や
む

を
得
な
い
と
の
合
意
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
点
は
野
党
に
つ
い
て
も

実
は
同
様
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
気
も
す
る
。

Q 

立
法
関
与
者
と
し
て
、
立
法
者
意
思
説
は
法
律
解
釈
の
妥
当
な
手
法
だ

と
思
う
か
。
か
り
に
妥
当
と
し
て
、
立
法
過
程
の
ど
こ
に
立
法
者
意
思
を

求
め
る
べ
き
か
。

A 

個
人
的
意
見
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
行
政
法
規
に
関
し
て
は
立
法
者

意
思
な
ど
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
に
立
法
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
ど
う

し
て
も
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
提
案
者
で
あ
る
政
府
の
国
会
答
弁

等
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
そ
れ
で
も
不
明
の
と
き
は
審
査
の
際
の
メ

モ
、
審
議
会
の
記
録
ま
で
遡
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
法

者
意
思
は
確
定
し
が
た
い
か
ら
法
律
解
釈
の
メ
イ
ン
の
手
段
に
は
な
る
か

ど
う
か
。
も
の
に
よ
っ
て
は
疑
問
に
思
う
。

Q 

法
案
審
査
の
際
ど
の
程
度
直
す
の
か
。

法
律
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
国
鉄
再
建
法
の
場
合
は
題
名
を
は
じ
め
全

A 
条
文
に
手
を
入
れ
た
。

Q 

各
省
お
よ
び
自
民
党
と
折
衝
し
て
い
る
問
、
法
制
局
は
全
く
ノ
ー
タ
ッ

チ
か
。
折
衝
の
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
を
法
制
局
は
入
手
で
き
る
か
。
ど

の
よ
う
に
か
。

A 

政
策
に
関
す
る
法
制
局
の
関
与
は
、

一
般
に
前
年
度
の
予
算
要
求
時
か

ら
始
ま
る
。
そ
の
時
点
で
各
省
が
来
年
度
予
算
が
つ
け
ば
行
う
予
定
の
法
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改
正
、
新
規
立
法
に
つ
い
て
の
ヒ
ヤ
リ
ソ
グ
を
法
制
局
が
実
施
す
る
の
が

通
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
既
存
法
令
と
の
調
整
、
法
律
化
の
可
能
性
な
ど
に

つ
い
て
示
唆
し
、
各
省
は
そ
れ
に
基
づ
き
予
算
要
求
を
再
検
討
す
る
。
更

に
予
算
確
定
前
に
再
度
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
し
、
随
時
各
省
庁
が
法

律
化
の
可
能
性
等
に
つ
い
て
相
談
に
来
る
の
で
、
法
制
局
は
法
案
作
成
過

程
に
も
タ
ッ
チ
す
る
し
、
関
連
情
報
も
豊
富
に
入
手
で
き
る
。

Q 

各
省
の
役
人
が
自
民
党
部
会
へ
出
向
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
法
制
局

か
ら
も
出
向
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
。

A 

通
常
は
な
い
。

Q 

総
合
運
賃
政
策
と
は
何
か
。

A 

人
に
よ
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
が
、
運
賃
に
地
域
差
を
設
け

る
こ
と
あ
る
い
は
異
種
交
通
機
関
聞
で
適
正
な
競
争
を
行
う
よ
う
運
賃
を

定
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
う
。

Q 

国
鉄
の
赤
字
が
高
運
賃
の
放
の
競
争
力
低
下
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ト

立法過程の一事例研究

ラ
ッ
ク
に
道
路
建
設
費
等
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
的
に
国
鉄

の
競
争
力
は
上
が
る
の
で
は
な
い
か
。

A 

そ
れ
は
昭
和
四
八
年
こ
ろ
ま
で
国
鉄
に
よ
っ
て
「
イ
コ
ー
ル
・
フ
ヅ
テ

ィ
ン
グ
論
」
と
し
て
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
道
路
建
設
費

の
大
部
分
は
ガ
ソ
リ
ン
税
、
自
動
車
重
量
税
等
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
議
論
は
廃
れ
て
い
る
。
国
鉄
貨
物
赤
字

の
原
因
は
や
は
り
需
要
の
波
動
性
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
及
び
積
換
え
の

時
間
的
、
経
済
的
ロ
ス
が
あ
る
こ
と
に
あ
る
。

Q 

組
織
運
営
の
効
率
化
の
方
途
は
あ
る
か
。

中
間
組
織
を
簡
素
化
し
、
現
場
の
意
識
改
善
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、

A 
民
間
人
、
労
組
代
表
の
経
営
参
加
を
進
め
て
い
る
。

Q 

運
輸
政
策
審
議
会
の
内
容
は
。

A 

全
部
で
五

O
人
程
メ
ン
バ
ー
が
い
る
が
、
今
回
中
心
に
な
っ
た
の
は

四
、
五
人
の
中
堅
交
通
経
済
学
者
。
隠
れ
ミ
ノ
的
存
在
で
は
な
い
。

Q 

各
省
が
争
っ
て
い
る
事
項
に
法
律
解
釈
と
い
う
形
で
法
制
局
が
か
ら
む

こ
と
は
あ
る
か
。

A 

原
則
と
し
て
権
限
争
い
に
は
介
入
し
な
い
が
、
法
律
案
を
作
る
過
程
に

お
い
て
直
接
関
係
す
る
争
い
が
あ
れ
ば
、
法
律
的
問
題
に
つ
い
て
裁
断
す

る
こ
と
は
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
行
政
需
要
が
生
じ
た
場
合
に
ど
の
省
が

担
任
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
裁
断
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
法
制
局
は
無

色
の
法
律
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
る
。

Q 

法
案
審
査
の
際
、
合
理
性
の
有
無
の
判
断
等
を
通
じ
て
参
事
官
の
政
策

判
断
が
混
入
す
る
こ
と
は
な
い
か
。

A 

原
則
と
し
て
な
い
と
い
え
る
。
政
策
手
段
の
合
理
性
の
審
査
は
、
政
策

北法32(2・21の561



料資

目
的
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
根
拠
が
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
を
問
う
の
で
あ

北法32(2・218)562

っ
て
、
政
策
に
つ
い
て
自
ら
の
積
極
的
意
見
に
よ
っ
て
左
右
す
る
わ
け
で

土
工
、
。

bu・
チ
J
'
u
w

Q 

立
法
過
程
の
日
本
的
特
色
は
。

ア
メ
リ
カ
と
は
違
う
0

フ
ラ
ン
ス
と
似
て
い
る
。
政
府
提
案
が
主
流
を

A 
な
し
て
い
る
の
が
日
本
的
。
そ
の
た
め
審
査
も
厳
格
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

L 、。
Q 

民
・
刑
事
法
と
行
政
法
規
の
審
査
方
法
は
同
じ
か
。

A 

民
法
な
ど
は
裁
判
官
出
身
者
が
審
査
し
て
い
る
が
、
審
査
の
ス
タ
イ
ル

は
基
本
的
に
は
同
じ
。

Q 

本
法
は
国
会
の
委
員
会
で
何
時
間
ほ
ど
審
議
し
た
か
。

A 

質
疑
応
答
合
わ
せ
て
全
国
会
で
一

0
0時
間
余
。

Q 

政
令
骨
子
を
出
す
の
は
慣
例
か
。

A 

紙
に
書
い
て
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

付
記

本
稿
は
、
四
を
除
き
、
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
一
一
日
に
開
催
さ
れ

た
北
大
立
法
過
程
研
究
会
で
の
報
告
お
よ
び
質
疑
の
録
音
テ

1
プ
を
起

し
、
そ
れ
に
加
筆
し
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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<資料1>
1 事務の概要

内閣法制局は、内閣の法律顧問として、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べ、法律案及び政令

案の審査立案、条約案の審査、内外及び国際法制j並びにその運用に関する調査研究、その他法制一般に関する事務を行っている。

以上の所掌事務は、四つの部(第一部から第四部まで〉において分掌されている。なお、このほかに官房的事務を所掌する長官総

務室(人事、庶務等の事務をつかさどる第一課及び会計事務をつかさどる第二課〉及び国立国会図書館支部内閣法制局図書館が置か

れている。

各部別の事務の概要は次のとおりである。

(1) 第一部

法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること、内外及び国際法制j並びにその運用に関する調

査研究を行うこと、その他法制一般に関する事務(他の部の所掌に属しないもの〉をつかさどっている。なお、岡部に憲法資料

調査室が設けられており、先に憲法調査会が提出した報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理並びに同報告に

関する補充調査に必要な資料の収集に関するものをつかさどっている。

ア意見事務

各省庁から照会された法律問題の処理件数のうち記録にとどめたものは、昭和54年については31件で、その省庁別及び法令

別の内訳は別表第一のとおりである。このように記録にとどめたもののほか、軽微な事項についての照会は、ほとんど毎日受

けており、年間数百件に達している。

なお、文書による照会回答は、その関係するところが、一行政庁のみにとどまらないものが多いので、それぞれの関係省庁

にも写しを送付するようにしており、また、これらを編集した「内閣法制局意見年報」を発行し、配布している。

更に、国会、閣議、事務次官等会議、各種の審議会等において政府又は内閣法制局としての意見の表明に必、要な法律解釈に

関する問題の検討は、自ら又は要求に応じて、随時行っている。特に国会に対する関係で、憲法以下の各種法令の緊要な問題

につき意見を求められることが増加する傾向にある。

内外及び国際法制l並びにその運用に関する調査研究

内閣法制局の概要
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この調査研究は、所掌事務の遂行に必要な憲法、行政法等に関する判例、国会における先例及び政府答弁、学説、行政実例

等の収集、整理、外国法令の収集、翻訳等をその内容とするもので、大局的な見地から基礎的かつ計画的に行われる場合もあ

り、特別の法律問題について個別に行われる場合もある。

第二部、第三部及び第四部

内閣提出の法律案及び政令案の審査立案、条約案の審査その他法制一般に関する事務(長官から特に命ぜられたもの〕をつか

さどっている。

各部の省庁別事務分担は、次のとおりである。

第二部

内閣、総理府本府、国家公安委員会、公害等調整委員会、国土庁、宮内庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、環境庁、法

務省、文部省、郵政省、建設省関係

第三部

科学技術庁、沖縄開発庁、外務省(条約案の審査を含む。〉、大蔵省、労働省、自治省、会計検査院関係

第四部

公正取引委員会、経済企画庁、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省関係

審査立案事務

第二部から第四部まで、の三つの部で所掌する法律案は、憲法第72条及び内閣法第5条の規定により内腿から国会に提出するもので

ある。特に、憲法第73条第5号及び第86条の規定による内閣の予算提出権に関連して、予算関係の法律案は、その政策決定が内閣の

責任に属していることからいって内閣提出とされる慣行となっており、年々の新規の政策を盛り込んだ法律案が内閣から提出されて

いるが、内閣が必要と認めて提出するその他の一般の法律案と合わせると、内閣提出の法律案は、国会で審議される法律案の大多数

を占めている。ちなみに、第87回国会における法律案の提出及び成立の状況は、別表第二のとおりである。

次に、政令については、憲法第73条第6号の規定により内閣が制定することとされており、法律の委任に基づき又は法律を実施す

るために必要な政令の数は、毎年極めて多く、昭和54年中に公布されたものは、 321件(別表第三〉に達している。

なお、条約については、憲法第73条第3号の規定により、内閣がこれを締結する権能を有しているが、事前又は事後に国会の承認

(2) 

互主

話再



を経ることが必要とされている。昭和54年中に国会の承認を受けた条約の数は6件、公布されたものは10件〈別表第三〉となってい

る。

以上のように、法律案、政令案及び条約承認案件は、いずれも上記の分掌に従い内関法制局の審査を経ており、昭和54年中におい

て第二部から第四部までで審査した件数は、別表第四のとおりである。

昭和54年省庁別及び法令別意見照会受理件数調ぺ

省 庁 別|件数 1省 庁 別 l件数|法 1μ 入 別|件数

会 言十 検 査 院 1 大 蔵 省 4 行 政 組 織 6 

総 理 府 5 農 林 水 産 省 1 財 政 6 

公正取引委員会 1 運 車命 省 1 産 業 経 済 Aγ 9 

宮 内 庁 1 郵 政 省 1 社会・厚 生 1/ 5 

防 緯i 庁 1 労 働 省 4 渉 外 λツ 1 

環 境 庁 1 建 設 省 5 誇 法 1/ 4 

国 土 庁 3 自 治 省 1 

外 務 省 1 言十 31 言十 31 
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回
目
(
目
的
問
・
目
)
目
的
お
#

第 87・91回国会における法律案提出件数及び成立件数の比率

区 分 関 提 出|衆議院提出|参議院提出

第 提 出 件 数 の 上じ 率 59.1% 31. 3% 9.6% 
87 
回 成 立 件 数 の 上七 率 85.7% 14.3.9百 0ノ%

提 出 件 数 の 上じ 率 55.1% 34.7% 10.2% 

成 立 件 数 の 上b 率 86.8% 11. 9% 1.3% 

石主
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∞
申
出

Q
N
m
-目
)
N
m』
品
村

文 部 省、" 8 12 20 

厚 生 省 H 10 34 44 

農林水産省か 7 44 51 

通商産業省か 4 45 49 

運 輸 省 H 13 20 33 

郵 政 省か 6 9 15 

労 働 省 H 5 15 20 

建 設 省 u 2 12 14 

自 治 省 H 9 21 30 

計 124 321 445 

喜主

数耳

0条約
承認案件

署名案件

公布案件

(3) 参与

内閣法制局においては、昭和34年度より参与を置き、所掌事務の遂行に当たり、学識経験者の意見を求めることとしている。

特に憲法上の問題があるものその他高度の法律的判断を必要とするものにあっては、参与会議を開催し意見を求めている。

(4) 外国法制調査

外国法制jについては、常に各種文献等による研究のほか、参事官を海外に派遣して、その運用の実際について調査している。

45件

7件

6件



2人f特別職
定員74人{
l一般職 72人

i豆亙|i五豆i

|内閣法制局長官l
l内閣法制l次長l

旨|
|互E|

1認機2 

l璽:1
E団
「」
第

課 5 参事官1 部長各部とも

呂
町
合
同
N

・N)
間
的
出
品
将

(単位:千円〉

7TL1l 49 50 51 52 53 54 55 

(組織〉内閣法制局

(項〉内閣法制局 334，011 376，780 414，631 442，269 468，585 493，224 509，039 I 

内閣法制局に必要な経費 334，011 376，780 414，631 442，269 468，585 493，224 509，039 

(l)人に伴う経費 298，214 329，173 356，918 376，293 398，113 416，313 431， 311 

(2) 一般事務処理費 35，797 47，607 57，713 65，976 70，472 76，911 77，728 

予算の推移3 
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国鉄の収支状況の推移及び将来試算<資料3>

に
町
内
ド
N
N

・N
)
目
的
制
品
村

主宅
39 41 44 48 50 51 52 53 54 55(当初)55(見込み)印(参考試算)

始帥て、佐官側 紘めて、健組踊 車l次再出す草 抑制曜対車 車輸赤字が3晶 第3次再星対革 特定人件費を鴫 録‘Ixl員量合，十 車4次削vl量 位置d<善計轟の

益において.み 量にj;いてお 利チ舗給、出 車舗赤字樹上 連買お拓也上If ー第2M里織" (1;1左)

千をit上 宇ht上 一例千補給等 資専 円を超過 If専 確化 6晃J'Jを鍾過 四 lHl 中間日億年度

運輸収入(旅客・貨物収入はか) 5，787 7，634 10，051 12，304 15，567 18，069 区週 22，594 25，089 26，793 26，255 
ijJl. 

雑収入(関連事業収入ほか) 215 255 306 549 664 714 797 889 968 1，072 1，072 1，7∞ 

助成金(国庫補助金) 困 医 1，978 1，148 1，586 2，219 2，964 2，942 2，942 2，7ω 

益
計 ω 6，002 7，939 10，440 13，791 18，209 19，931 23，630 25，702 29，021 30，807 30，269 43，0∞ 

人件費 3，313 4，193 6，016 10，305 15，007 16，565 18，056 19，570 20，440 22，813 お，227
地世 5曲

物件費 1，440 1，737 2，292 3，276 5，199 5，9ω 6，388 6，441 7，223 7，343 7，987 
資

鉄建公団借料・市町村納付金 89 119 118 257 383 470 485 501 520 547 547 8∞ 

減価償却費 1，097 1，663 1，954 2，291 2，8ω 3，053 3，199 3，425 3，738 3，926 3，964 5，3∞ 
用 利子及び債務取扱諸費 386 835 1，383 4，055 3，1ω 4，019 4，777 5，525 4，907 4，907 10，5∞ 

計(防 6，325 8，547 11，763 27，444 29，156 32，147 34，714 37，446 40，042 40，632 53，7ω 

(単位:億円)
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NE(∞
目
的
・
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)
目
的
巡
科

その他の営業外収益(C) 23 7 7 72 88 84 118 145 207 3お ム26 8∞ 

経常損益(D=A-B+C) 医E ム601 ム1，316 ム4，544 ム9，147 ム9，141 ム8，339 ム8，867 ム8，218 ム8，899 ム10，389 ム9，9∞

(うち一般損益) [~3:J (~6:] (辺 じ:::1 C423  
特定人件費欠損金 ム2，244 3，128 5，7 

繰越損益(E=i:D) 1，295 1~5361 ム4，137 ~15 ， 955 ~31 ， 61O 匹:ZgJム18，081 ム26，948 ~35 ， 167 1"'10，6031 ム12，093 ~S6 ， 4oo 

(うち -…益) [64，1:] [~15 ， 9:] f況 6:][69，7:] [~18 ，0:] C3093 じ333C 71  r33  
特定人件費繰越欠損金 1，945 4，1 7，2 4，8 30，1 

特定繰越欠損金(大損棚上分)(F) -11~25 ， 4041 ~25 ，4ω ~25 ， 404 ム25，401 区53，2351 1~53 ， 2211 ム53，2∞

繰越欠損金合計(E+F) 1，295 ム536 ム4，137 ム15，955 1"'31，6101 ム35，146 ム43，485 ~52 ， 352 1~60 ， 5681 ム63，838 ~65 ， 314 ム1ω，6ω

七ぉ)長期債務残高 1 8，31311 13 ，68~l 22，491トャ7911_67，7931 ~叫戸，2!~1 川)231 126 ，~94 143，743 

{ 

者斗

怒

4 昭和国年度内試算においては、助成金は56年度予算額と同額を計上した.

費用には、東北・上越新幹線的開業に伴う資本費負担(利子、

減価償却費等約4 ， 0∞億円)I~、含まれていない.

注 1助成金は、損益勘定において受け入れるもののみ計上Lた.

2昭和51.55年度の累積赤字債務の棚上げに際L、再評価積立金等の取崩しを行った。

3特定人件費とは、終戦直後採用者の大量退職に伴う退職金・年金負担の異常増加分である.



55年度国鉄収支のあらまし<資料4>

ぐ経 主〉
「一一ー一一一一一一ーー一一一一「

減価償却費等 3，850 
一ー』一一一一ー一一一一一一ー一一

純損失 8，899 

15，298 利 子 8，364 

助 成 6，399 一ーーー一ーー一ーーーーーー一ーーー

ーーーーーー~一一一ーーーーーー一ー
物件費等 8，522 雑収入等 1，472 -‘ ・ー・胴・ ・・・・ ・・・・ ーー岨・・ ・ーーー・・・司.、_.園町.-‘ ・・・・ ・・・・・・・・・晶 司・・司・ ・・・岨・・ ・司'

--ーー一ー『ーー一ーーーー一ー一ー

運輸収入 26，793 
人件費 22，827 
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4兆3，563億円合計3 ~1i4， 664億円

上記助成のほか資本勘定へ国から407億円の助成がある。
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国鉄累積欠損金の推移

例)

<資料5>

凡
兆円

主主

婚式

52，352 

特別勘定(棚上げ)

[g峨 25，4似億円1
55年度27，834億円

6 

一般勘定
5 

43，485 

35，167 35，146 
4 

2 

3 

55 
(予算)

54 53 52 51 50 49 48 47 46 年度 45



(単位:億円〉
長期債務残高の推移

L品証手工i
<資料6>

55 
(予算〉

54 53 52 51 50 

90，508 101，493 84，619 68，866 54，582 67，793 定勘般

長期

資

37，610 55，275 45， 110 35，413 26，575 44，069 金

部

入借

28，098 47，548 39，222 30，452 22，401 40，384 

6，388 5，570 4，924 4，350 3，747 3，229 

2，065 1，065 65 

1，059 1，092 899 611 427 456 
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険保易筒

民 入{昔間
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(単位・億円)

国の財政措置状況の推移く資料7>~ 

(~~nl合計54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 24-42 

(一般勘定)
政府出資
無利子無期阪貸付金
新線建設賀補助
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1 221 3J訓札μ州川J剖札ιμ川訓払L川川1MJJ0A」刈品ι山J品訓比ι~)I払L!Lい2.883 
29 
53.7 

)内は運輸省予算の営業線廃止補償交付金分の舟掲である。

54 140 
重頁

(%) 

(注)合理化促進特別交付金の(

計
力日
力ロ 耳三

主曽

ま曽
年前

合

対
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)
目

的
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科

|決 国鉄 民鉄 ノ〈ス 乗用車 航空機 船舶 合計

35 
1，240 604 440 115 27 2(，l4∞33 ) 51) (25) (I8) (5) (ー) (1) 

40 
1，140 814 801 406 29 31 3(1，80201 ) (45) (21) (21) (11) (1) (1) 

45 
1，897 991 1，029 1，813 94 48 5(I，8ω72 ) (32) (17) (18) (31) (1) (1) 

46 
1，903 997 1，008 2，1l6 103 印 6，177 
( 31) (16) (16) 34) (2) (1) (100) 

47 
1，978 1，025 1，082 2，203 127 67 6.482 
( 30) 16) 17) ( 34) (2) (1) (1ω) 

48 
1，048 1，117 2，257 160 74 

66(l，，37ω337 3 ) 31) 15) 17) 34) 
1(726 ) 
(1) 

49 
2，156 1，085 1，158 2，284 同
( 31) 16) 17) 33) (2) (1) (1ω) 

50 1，085 1，101 2，508 !91 66 7，104 
30) 15) ( 16) 35) (3) (1) (100) 

51 
2，107 1，088 987 201 65 

7(1，O0幻0) ( 30) 15) (14 ) 37) (3) (1) 

52 
1，991 1，046 2，640 236 63 7lI .1郎
(28) 16) (15) 37) (3) (1) lω) 

53 
1，153 1，070 2，960 269 

“ 
1，474 

26) 15) 14) 40) (4) (1) (1印)

54 
1，118 1，083 3，199 302 

(6l4 ) 7，773 25) (15) ( 14) (41) (4) (100) 

〈単位:傭人キロ}

( )内はシェアを示す。
「陸連統計要覧Jによる。

たアゴし、 日召手口54"1三居Eは「過当命岸王r斉月
例報告」による。
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(註)

切
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54(年度)

41 

輸送機関別旅客輸送量の推移<資料8>
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輸送機関別貨物輸送量の推移<資料9>互主

(単位:億トンキロ)

I~ 国鉄 民鉄
トフソク

内紛革連 合計
営業用自家用 計

35 
536 9 96 112 208 616 1，369 
(39) (1) (7) (8 ) (15) (45) (100) 

40 
564 10 224 260 484 806 1，864 
(30) (1) (12) (14) (26) (43) (1∞) 

45 
624 10 673 6日6 1，359 1，512 3，506 
(18) (0) (19) (20) 39) 43) (100) 

46 
613 10 721 706 1，427 1，570 3，620 
(17) (0) (20) (20) 40) 43) (1∞) 

47 
586 10 765 771 1，536 1，759 3，892 
(15) (0) (20) (20) 40) 45) (1∞) 

48 
574 9 734 676 1，410 2，076 4，070 
(14) (0) (18) (17) 35) 51) (100) 

49 
516 9 720 587 I( ，308 l(，59214 ) 3，758 
(14) (0) (19) (16) 35) (100) 

50 
466 自 692 605 l，(23697 ) l，(85316 ) 3，608 
(13) (0) (19) (17) (100) 

51 
455 8 728 598 l，(33266 ) 1，943 3，734 
(12) (0) (20) (16) 52) (100) 

52 
406 7 800 631 l，( 431 2$( 023 3，869 
(11) (0) (21) (16) 37) 52) (100) 

53 
404 8 自69 692 1，561 2( ，120 4，095 
(10) (0) (21) (17) 38) 52) (100) 

54 
423 B 982 747 1(73299 ) 2，(25518 ) 4，420 
(10) (0) (22) (17) (100) 

(注〕 ( )内はシェアを示す。
「陸運統計要覧」による。ただし、昭和
54年度は「運輸経済月例報告」による。
合計欄には航空を含む。
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鉄道客貨別経営成績

項 目

収入[原価[差額[営業係数l収入|原価|差額!営業係数差額比絞
億円 億円 億円 億円 億円

新 幹 線 6，158 3，677 2，481 6，523 3，719 323 

在 旅 16，895 ム4，748 139 13，082 18，474 ム5，392 ム644

山!ム1.8紛 (5，084) I(ム1，995) (ム156)
来 貨 3，072 3，089 

山 iム6.078，861 ム5，789 288 297 ム287

線 言十 15，219 25，756 169 27，639 ふ11，468 ム931

メ口'>. 計 21，377 138 22，694 ム608

<資料10>
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職員数
60(万人)

業務量と職員数の推移

職員1人当たり人トンキロ
.60.4 
70¥(万人トンキロ)

<資料11> 
人トンキロ

言主

55 

50 

35 

(年度)

45 

40 

51 52 53 54 45 40 30 35 
職長数は各年度末職員
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営業キロ 輸送量 経

ョuu::uun J>>>f><>!¥ ，t:n:t02'2嗣::::1¥
::::¥;:::;:;}}}d / 1¥、/F;:::::;(ll%);::::;:::;I¥ 
♂ ::::;:;:;:;:::::;:;J " 1100億人トンキロ|¥、 1 J.......................-:.:-n 

lji・ム:五三日I./ 1 (4%) 1 ト、 //| lil 
1;:::::::;( 41%)，:::;:;::::1 i 、¥i/1111

i~:::.:l:l.:~:;>l:..:i::i;:i:i:::il // I 、収入 J;f| 11 
1. 710億円 日
(6%) I 

同成前 11 
931億円川 パ

1 (4%) 11 ‘ 

E E -11損失

"1;;:i~2 ， 3i訓告同:・
't.'主主 29%)::':::::田:・

収支係数等

幹線系
線区

41 
ム3円一

221^~lII"n91 40円~Iム30円一

(助成前)

区分!日/日|人FTIE詰1)

14円笠

4 3 2 

1 3 1 

地方
交通線

費

幹線・地方交通線の経営成績(昭和54年度実績〉<資料12>
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(単位:億円〉

ょう州 @lu\~\~\<<l~I~I~I~I~lool~I~\~I~
幹線系線区 153 合644 981 "1161 t>405 岨川胴企，，96+2.8661.4.514企6，6724545711川醐
地方交通線 "376 "6651 "762 吋1臨 A1721L1拙t'.，+帥企-出|l4-拙 1l4~Ji4づ 企2，312
自動車 ム27 "54 ム78 "134 "171 ム220 ム243 ム264

H "2ん1 ム496 企835"1，234 "9， 147 ム9，141 41J「d1"8，218

地方交通線の損益状況の推移<資料13>喜主

数再

本表は、合計と内訳の計を一致させてある。

昭和43年度以前は、運送原価計算方式による数値である。運送原価計算方式では、営業外収支、除去H費等を非原価項目

として計算対象外としているので、国鉄全体の損益とは一致しない。

3 昭和44、45年度は区分経理方式による試算である。

〈注)1

2 



地方交通線のエネルギー比較(輸送密度2，000人/日以下の路線の具体例〉<資料14>

輸送密度が著し一般的に鉄道のエネルギー効率は高いが、

る。

輸 送 輸 活 エネルキー消費量(キロカロリー/人・キロ)

密 度

(人/日) 機 区i
100 200 300 400 

道主夫 181 
2，00 0 一ーー一ーーーーーー』目 てコ(1.61古)

ノ、 ス LZ  / / ZZYJ 115 

主夫 道 233 
1，00 0 由『ー一ーーー一白ーーーー 〈ごJ>(1.9j音)

ノ〈 ス / / / / / / / /J 124 

主失 道 350 
500 司【ー一ーーーーーーーーー 亡コ(1.9j音)

ノ、、句、 ス /どど/ 777/ /7-/1182 

くぼれていもすりパスの方が鉄道よ低い場合には

円
句
町
谷
町

N

・
。
判
的
制
措
将

約 100キロカロリー/人・キロ

" / " 8 5 手甘

国鉄平均

幹線平均

(注)
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日本国有鉄道の再建について<資料15>ー品ι
(昭和叩
閣議了解

国鉄は、今後とも国の基幹的輸送機関としての機能が期待されているが、その累積赤字が、昭和54年度末において 6兆円を超える

ものと見込まれ、このままに推移すれば、将来巨額な国民負担となることは明らかである。今や、国鉄の再建は、国民的な課題であ

る。国鉄は、この国民的課題の緊要性にかんがみ、責任ある経営体制jを確立するとともに、労使相協力し、意を新たに徹底した経営

改善に取り組む必要がある。

このような見地に立って、国民及び利用者の深い理解と協力の下に国鉄の再建を図るため、 「日本国有鉄道の再建の基本方針」

(昭和52年12月29日閣議了解)の趣旨に基づき、国及び国鉄が当面緊急に実施すべき対策を次のとおり定める。

I 国鉄の経営改善措置

l 経営改善の実施

国鉄は、次のとおり経営改善を実施する。

(1) 経営の重点化

国鉄は、重責堕尭室輸送、大都市圏旅宴種差亙立主呈土星型宜鈎輸送の分野を中心に経営の重点化を進める。

その他の輸送需要が少なく、鉄道特性が発揮し難い分野については、輸送力、営業範囲の縮小等の減量化施策を講ずる。こ

のうち、|面芳吏高麗|については、地域住民の理解を得るよう努めつつその足の確保に十分配慮しながら、徹底した合理化、特

別運賃の設定、ノミス輸送又は第三セクタ一、民間事業者等による鉄道輸送への転換等所要の措置を講ずることとする。当亜L

昭和60年度までの聞は輸送密度2，000人未満の路線(約4，000凶〕についてパス輸送又は第三セクタ一、民間事業者等による鉄

道輸送への転換を行うこととする。

上記の経営の重点化を進めるなかにおいて、総力をあげて収入の増加と経費の節減に努める。

(2) 要員の合理化

経営の重点化を進めるとともに、業務運営全般の効率化、機構・組織の簡素化等を徹底することにより、昭和60年度におい

て、東北・上越新幹線の開業による要員増を含め、職員 r35万人体制」を実現する。

地域
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さらに、昭和60年代に向けては、エネルギー問題等不確定な変動要因も予想されるので、今後の輸送需要の動向、労働力需

給の推移等を勘案しつつ、効率的運営の徹底を図り、要員の見直しを行う。

(3) 運賃改定

運賃については、輸送需要の動向、他の運輸機関との競合関係等を考慮しつつ、国鉄の主体的な経営判断のもとに、きめ細

かな工夫を凝らし、法定限度の範囲内において、国鉄の収支状況及び物価動向にも配慮しながら、適時適切に改定を行う。

このため、理区別土生虫，~IJ理主?翌五L室担割L5J;宅豆墜正L質賃笠塾市担旦亘]三等、逐次、従来の運賃制度の手直しを行
う。

(4) 工事規模

工事規模については、極カこれを圧縮することとし、当面、現状程度の規模に抑制する。

(5) 関連事業

関連事業については、既存の事業分野の充実及び新規事業の積極的開発を進め、収入の増加を図る。

(6) 資産処分

資産処分については、不用資産のほか、現に事業の用に供している資産についてもより賓室性tUAを図るなど、重並立重宝

生生直]ゴに努め、これを促進する。

経営改善計画の策定

国鉄は、上記の事項を基本とした皇室盈差計画を策定し、毎杢壁土ID実施状況を確認して所要の修正を行う。

行財政上の措置

上記の国鉄の経営改善措置を前提として、次のとおり行財政上の措置を講ずる。

1 運輸政策上の配慮

運輸政策の推進にあたっては、各交通機関の特性を生かした効率的な交通体系の形成を図る観点、から、国鉄の有する特性も十

分に発揮しうるよう配慮しつつ、具体的施策を講じて行くこととする。

2 公的助成等

国鉄の経営努力のみでは解決し難いいわゆる構造的問題等次の事項を中心に行財政上の措置を講ずる。
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(1) 累積赤字については、豊重豆問主些笠により解消を図ることとし、昭和54年度末における累積赤字の一部について、債務の

棚上げ措置を講ずる。

(2) 年令構成の歪みから生ずる国鉄の年金問題の重要性にかんがみ、関係省庁において放本的な主主主主主主について検討を進

め、早急に結論を得ることとし、これに基づき所要の措置を講ずる。

(3) 一定の基準を超える退職手当の支払に要する経費に係る補給金の制度を継続する。

(4) 国鉄地方交通線対策を推進することとし、その円滑な実施を図るため、バス輸送又は第三セクタ一、民間事業者等による鉄

道輸送への転換促進措置に要する費用、転換後のパス事業又は第三セクタ一、民間事業者等による鉄道事業の経営から生ずる

欠損及び国鉄の維持する地方交通線の経営から生ずる欠損について、所要の公的助成を行う。また、国鉄地方交通線の転換が

地元住民の生活に及ぼす影響を最小限にとどめるため、関係地方公共団体の協調が得られるよう努めるとともに、国鉄地方交

通線の転換に伴い、関連道路の整備を図る等所要の措置を講ずるものとする。

(5) 国鉄地方パス路線の経営から生ずる欠損について所要の助成を継続する。

(6) 運賃上の公共負担の軽減対策について、関係省庁において検討を進め、早急に結論を得ることとし、これに基づき所要の措

置を講ずる。

(7)設備投資については、社会的要請に基づき企業採算を超えて実施しなければならない投資に重点をおいて、その負担軽減の

ための助成を行う。

収支均衡の回復

上記の施策を確実に実施することにより、昭和60年度までに国鉄の健全経営の基盤を確立するとともに、可及的速やかに収支均

賃空室璽を図る。

間
血

:o.: 

結民

法的措置

上記の措置の実施のため、第91回国会に所要の法律案を提出する。

N 



(0線区別・地域別運賃の
J 導入

適時適切に運賃改定一一一~O定期運賃割引率の修正
¥0貨物等級制jの見直し

日本国有鉄道の再建について(閣議了解〉の概要く資料16>

(0合理化の徹底

ー鉄道特性を発揮し得る分野-JO貨物赤字の解消
(幹 線 19増収努力
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同鉄j也方交通線問題小委員会「国鉄ローカル線問題について」の概要(昭54. 1. 24) 

国鉄路線として維持

①運営合理化の徹底

②特別運賃の設定

③なお欠損の出る場合福所要の助成捻置

運輸政策審議会

基本的情置

く資料17>

O 

豆町

メィ

裕久

パス輸送サービスの整備

① パス専用道を含む道路の整備

②適正なパス輸送サ ピス確保のための措置

③ 転換促進、利用者の負担軽減等に資するた

め町所要の拾置

④ 欠!J'lh'生ずる場合、所要の公的助成

第三セクター・民間事業者等
による鉄道輸送サービスの整備

①能率的運営を行っても、なお採算をとる

ことが困難なほど輸送需要が少ない。

(概ね8，000人/日キロ以下)
かっ

②都市問旅客輸送)

大都市閤旅客輸送)

大足、定型貨物輸送j
以外の線区

① 国鉄路線の無償譲ii'i・貸付を可能とする。

② 転換促進、利用者の自m軽減芋に資するた
めの所要の措置

③ 欠損カf生ずる場合、所要の公的助成

④ 国鉄への業務の委託を可能とする。
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一定期間内に結論を得られなかったとき

国鉄li、その路線を
パス輸送に転換

未開業新線の取扱い
基本的措置に準ヒ、所要の措置を講ずる。

所要の立法上、行政上の措置
速やかにその実摘が図られるよう.所要町立法上.行政上町措置が講ぜちれる必要がある。

O 

O 



日本国有鉄道の再建の基本方針<資料18>
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(国和す1守29長)

国鉄再建の前提

急激に悪化しつつある国鉄経営の現状を打開し、その再建を達成するためには、各般の施策の推進とあわせて、国鉄は今や輸送

構造の変化により他の交通機関との厳しい競争にさらされかつての独占的地位を前提とした経営を今後とも維持していくことは困

難であるということを関係者が正しく認識し、思い切った意識の転換を図ることが是非とも必要である。このような観点に立った

場合、特に次の諸点を確実に実現することが国鉄再建の最大の前提である。

l 責任ある経営体制の確立

国鉄経営から安易な姿勢を排除し現状を改革する活力を生みだすため、抜本的な経営の刷新を行うとともに、職場規律を確立

し組織体としての円滑な運営を確保する。

2 労使関係の正常化

労使関係について、速やかにその正常化を図るとともに、国鉄経営の現状にかんがみ、相互の十分な理解のもとに相協力し全

力をあげて国鉄再建に取り組む体制を確立する。

3 利用者及び国民の理解と協力

国鉄経営の現状について利用者及び国民の理解を深めるとともに、独立の企業体として合理的な経営を指向することができる

よう協力を求める。

E 国鉄再建のための施策

1 収支の悪化の防止

今後の運賃改定については、国鉄の主体的な経営判断のもとに、輸送需要の動向、他の交通機関との関係等を考慮しつつ、適

時適切に実施することとし、これにより国鉄の収支が少なくとも現在以上に悪化することを防止する。

2 健全経営の回復

(1) 国鉄経営の改善
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国鉄経営全般について抜本的な見直しを行い、次のような考え方に基づいて所要の体質改善を図る。

1) 国鉄経営の在り方

イ 国鉄は、主として都市間旅客輸送、大都市圏旅客輸送及び大量・定型貨物輸送の分野を中心に、自らの採算において企

業的経営を行う。

ロ その他の特に効率性の低い分野については、他の輸送機関との関連において効率的な輸送体系を形成するための施策を

強力に講ずるとともに、国鉄経営上の負担の限界を超えると認められる構造的欠損について、国民経済的観点を考慮し

て、公的助成を含む所要の対策を講ずる。

経営負担の軽減

運賃上の割引制度を全般的に見直すとともに、新線建設等について投資採算を考慮、した基準を策定するなど将来の国鉄経

営上の負担軽減に努める。

(2) 国鉄の経営努力

国鉄は、不採算部門について計画的な経営改善の措置を講ずるほか、業務運営全般について更に一層の効率化を推進し、退

職者の後補充はこれを極カ抑制する。

(3) 国の行財政上の援助

国は、上記の国鉄経営の改善のため所要の援助を行うほか、国鉄が健全経営を回復し維持していくため必要な行財政上の支

援を行うものとし、特に次の措置を講ずる。

1) 総合交通政策の推進

総合運賃政策の導入、トラック対策の強化など総合交通政策上の具体的な施策を講ずる。

累積赤字の処理

収支均衡時点、までに累積される赤字については、国鉄の経営努力、債務の棚上げ等により解消を図るo

E 国鉄再建の目標

1 健全経営の基盤の確立

以上の事項について、国及び国鉄は、昭和53年度及び昭和54年度中に所要の対策を確立し、昭和55年度以降健全経営を目指す

2) 

2) 

~ 

怒司



ための基盤とする。

2 収支均衡回復の目標

国鉄財政の収支均衡の回復は、昭和50年代に達成することを目標とする。

昭和54年7月2日

日本国有鉄道

国鉄再建の基本構想案<資料19>

経営の重点化

経済発展の基調が安定成長に移行したことに加えて、近年、交通市場においては、高速道路、航空機網の整備が急速に進められ

るなど、国鉄をめぐる環境はきわめて厳しい。

このようななかにあって、都市問、大都市圏の旅客輸送及び大量、定型貨物輸送は、省エネルギ一、安全性、大量性等の面で今

後とも鉄道特性を発揮し得る分野であるので、国鉄は、これらを中心に、公共輸送機関としての役割を果たすため、効率的輸送シ

ステムの形成を図るとともに、輸送サーピスを充実、強化することを指向する。

その他の、輸送需要が少なく、鉄道特性を発揮し難い分野については、輸送力、営業範囲の縮小などの減量化施策を講ずる。

このような経営の重点化を進めるなかにおいて、総力を挙げて収入の増加と経費の節減に努める。

同
目
的
(
匂
目
・
。
目
的
誕
#

〔別紙I:参照〕

35万人体制

上記の経営の重点化を進めるとともに、業務運営全般について、近代化、合理化、勤務体制の見直し、管理部門の簡素化等を徹

底することにより、昭和60年度において、東北・上越新幹線の開業による要員増を含め、職員 r35万人体制」を実現する。

これにより、営業収入に対する一般人件費の比率は、おおむね50パーセントとなる。これは、戦後、収支が均衡していたときと

ほぼ同様の水準であり、健全経営の基盤が将来に向かつて固まることとなる。

国鉄は、今後10年間に約20万人が退職する「大量退職時代」を迎えることとなるが、この聞の後補充を半数以下にとどめるべし

とする意見がある。しかし、このような長期間においては、エネルギー問題等、不確定な変動要因も予想されるので、当面、昭和
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60年度35万人体制lをめざすこととし、今後の輸送需要の動向、職員需給の推移等を勘案しつつ、更に60年代に向けて効率的運営の

徹底を図り、要員の見直しを行う。

3 運賃

運賃については、計画期間を通じ、法定限度の範囲内において、消費者物価の動向にも配意しつつ所要の改定を見込まざるを得

ないが、需要の動向、他運輸機関、特に競合する民鉄、航空等との関係などを考慮しつつ、経営の自主的判断のもとに、きめ細か

な工夫を凝らし、適時適切に改定を行う。

このため、線区別、地域別運賃の導入、定期割引率の修正、貨物等級制lの廃止など、逐次、従来の運賃制度の手直しを行う。

工事規模

工事規模については、借入金依存による投資に伴う資本費の増加が経営の圧迫要因となっている現状からすれば、極力これを圧

縮する必要がある。

当面は、事業運営の基盤を維持するうえで、老朽劣化設備の取替え、安全の確保、合理化のための工事及び大都市圏輸送の改善

が不可避であり、これとあわせ最盛期を迎えた東北新幹線完成のための投資を加え、この計画期間を通じ、現状程度の規模に抑制

する。

5 関連事業、資産処分

(1) 関連事業については、既存の事業分野の充実、旅客ターミナノレ施設等新規事業の積極的開発を進め、収入の増加を図る。

(2) 資産処分については、不用資産のほか、現事業用地についてもより有効な利用を図るなど、用地の生み出しに努め、その売却

を促進する。このほか、地上権の一部売却による高層住宅の開発、認定道路敷、駅前広場の適正処分等新たな対策を講じ、収入

の確保に取り組む。

公的助成

助成については、国鉄の経営努力のみでは解決し難い、いわゆる構造的問題対策を中心に、公的助成の拡充、たとえば、

(1)過去処理対策として、

過去債務対策

退職金増加対策

4 

6 

喜主

話再



年金負担矯加対策

(2) 前向き対策として、

地方交通線・地方ノ〈ス路線欠損対策

通学定期等公共割引対策

工事費負担軽減対策

等を要望する。

7 行政措置

近年の公共輸送の重視、省エネルギ一対策等の諸要請に応えつつ、効率的な輸送体系の形成に寄与するため、将来にわたり国鉄

の機能、役割をより有効に生かし得るよう、国及び地方公共団体の適切な行政上の措置が緊要である。特に、他交通機関と国鉄と

がそれぞれ適切な分野において、その機能を発揮し得るよう、投資配分、運賃、その他各般にわたる調整を要望する。

8 収支均衡

国鉄財政の収支均衡は、昭和50年代を通じ経営健全化への努力を尽くすことにより、上記の行財政上の支援と相まって、昭和60
(注)

年度に、今後開業する新幹線に伴う損益を除く一般純損益を達成することとする。以後、健全経営を維持することにより、全体の

収支均衡をめざす。

相 一般純損益とは、損益から退職金及び年金負担額の超過負担分を特定損失として除外したものである。

むすび

以上の基本構想に基づいて、今後更に具体的な検討を進め、昭和55年度からの新しい経営改善計画を策定する。

(53!]紙E参照〕
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旅客輸送量

貨物輸送量

職員数

職員 1人当り 営業収入

職員 l人当り人ト γキロ

一般人件費対営業収入

国鉄計 74% 

うち幹線 65% 

〈注〉 昭和54年度輸送量は、 53年度実績見込みである。

地方交通線対策

地方交通線については、運輸政策審議会国鉄地方交通線問題小委員会の報告の趣旨に沿い、所要の立法措置と相まって、次の対

策を行うこととする。

(1)国鉄路線として維持する路線(約4，000キロ〉については、徹底した合理化と特別運賃の段階的設定によって、収支の改善を

図る。

(2) パス輸送の方が適切な路線(約5，000キロ〕については、地方協議会の選択に基づいてパス輸送等への転換を図るが、当面、

昭和60年度までの聞は、輸送密度2，000人以下の路線について転換を予定し、その余の路線については、計画終了時点までにそ

の後のあり方を検討する。

なお、転換までの問、合理化及び特別運賃の段階的設定を行う。

昭和60年度

約2，050億人キロ

約 400億トソキロ

350，000人

約1，100万円

70万人トシキロ

昭和54年度

約1，960億人キロ

約 400億トソキロ

424，000人

625万円

55万人ト γキロ

別紙I
l 経営指標

~ 

54% 

50% 

2 



年度試算

1 損益には、東北・上越新幹線開業に伴う損益を含まない。

2 特定人件費、特定純損失は、退職金、年金負担額のうち、特定

分を計上した。ただし、 54年度特定純損失については、退職金の

特定分のみを計上した。

60 

注

和

昭和54年度 l昭和60年度
億円 億円

収 入 29，473 44，600 

うち営業収入 26，204 38，600 

支 出 38，471 50，200 

うち一般人件費 19，475 20，900 

特定人件費 2，205 6，100 

損 益 ム 8，998 ム 5，600

一般純損益 ム 8，152 500 

特定純損失 ム 846 ム6，100

昭
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<資料20> 地方交通線等選定基準案(骨子〉
第 1 幹線鉄道網を形成する営業線の基準

日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号。以下「法」という。〉第8条第1項の幹線鉄道網を形成する営業

線は、次の各号のーに該当する営業線とする。

1 都道府県庁所在地等の主要都市を連絡する部分を有する営業線(当該部分の営業キロが30キロメートノレを超える営業線に限

る。〉であって、当該部分 (2以上ある場合にあっては、いずれかーの部分。次号において同じ。〉において運輸大臣が定める方法

により算定したすべての隣接する駅の区間における旅客の1日当たりの輸送量が一定量以上であるもの

2 前号の営業線と主要都市とを連絡する部分を有する営業線(当該部分の営業キロが30キロメートルを超える営業線に限る。〉て、

あって、当該部分において運輸大臣が定める方法により算定したすべての隣接する駅の区間における旅客の 1日当たりの輸送量

が一定量以上であるもの
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3 その起点から終点までの区聞における貨物の輸送密度(運輸大臣が定める方法により算定した当該区間における 1日営業キロ

1キロメートル当たりの輸送量をL、う。以下同じ。〉が4，000トン以上で、ある営業線

第2 地方交通線に関する基準

法第8条第 I項の鉄道の営業線のうち、その運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが

困難である営業線は、その起点から終点までの区間における旅客の輸送密度が8，000人未満である営業線とする。

第3 特定地方交通線に関する基準

法第B条第2項の地方交通線のうち、その鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第

183号〉第3条第2項第 1号の一般乗合旅客自動車運送事業をし、う。以下同じ。〕による輸送を行うことが適当である営業線は、そ

の起点から終点までの区間における旅客の輸送密度が4，000人未満である蛍業線(次に掲げる営業線を除く。)とする。

1 当該蛍業線における隣接する駅の区間のいす子しかーの区間において運輸大臣が定める方法により算定した旅客の 1時間当たり

の輸送量が片道1，000人以上である営業線

2 当該営業線の線路に接近し、又は並行した道路で‘あって一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することができるもの〔整備さ

れることが明らかである道路を含む。次号において「代替輸送道路」という。〕が存しない営業線

3 当該蛍業線に係る代替輸送道路が冬期において積雪等のため10日を超える期間交通を確保することが困難であると認められる

営業線

~ 

話再

昭和55年2月19日
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幸善木鈴

自由民主党

総務会長

運輸大臣

地崎宇三郎殿

日本国有鉄道経営再建促進特別措置法案についての申入れの件



本日の総務会において日本国有鉄道経営再建促進特別措置法案を了承したが、その際各総務より、日本国有鉄道の今後の経営再建

にあたり別紙の諸点について特に意見の開陳があり、これを総務会の決議として了承した。

よって運輸大臣及び国鉄総裁におかれてはこの趣旨に副って強力に所要の施策を進められるよう右申入れする。

決議

昭和60年度までに職員数 135万人体制ijJの確実な実施を図るとともに、その後においてもさらに見直しを行い民営並みに業務能

率を向上させるよう最大限の努力をすること。

国鉄の破局的経営状況に鑑み、国鉄労使は今回の再建計画が最後の再建の機会でありこれを達成し得ない場合、残る方策は、民

営への全面的移管以外にはあり得ない事を十分認識し、不退転の決意をもってその完遂を期すること。

日本固有鉄道経営再建促進特別措置法案に関する衆議院における質疑事項の概要

(。多くとり上げられたもの ) 
0比較的多くとり上げられたものj

<資料22>
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法体系の整理に関するもの

。日本固有鉄道法、日本鉄道建設公団法、国有鉄道運賃法等の一部改正によらず、特別措置法とした理由

E 経営再建一般に関するもの

1 過去の再建計画が失敗に終った理由

(1) 運賃値上げによる輸送需要の減か。

(2) 他輸送機関(航空、自動車〉との競争力維持のための設備投資の不足か。

(3) いわゆる“サービス"の不足か。

(4) 借金政策による利子・償還負担の増加か。

(5) いわゆる総合交通政策の不在によるものか。

(6) 過大な収入見積りによるものか。

(7)合理化の不徹底によるものか。 等
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2 国鉄(労使〉の再建に対する姿勢に対するもの。(1) 国鉄労使の体質改善に関する自主努力姿勢の不足。(2) 管理側の士気の低下、責任感の欠如
(3) ストライキ、サボタージュの防止

(4) 再建達成不可能となった場合の経営責任

3 再建構想達成の可能性

0(1)東北・上越新幹線開業による赤字の処理
(2) 退職金、年金負担の急増対策

0(3) 昭和55年度以降に引き続き発生する赤字の処理

4 再建構想の目標

(1) r健全経営の基盤の確立」とは何か。
(2) r収支均衡の回復」とは何か。
5 国鉄の役割論

(1) 国鉄の性格如何 公共性と企業性

(2) 国・国鉄・地方公共団体の責任分野

(3) 都市間旅客輸送の増強策

(4) 大都市旅客輸送の増強策

(5) 貨物輸送の責任分野 大量定型貨物に限定することの可否。(6) 総合交通政策の確立
(7) 大都市間航空旅客輸送及び中長距離トラック輸送の抑制

0(8) 省エネルギー型輸送機関利用の増進 等

E 経営改善計画に関するもの

l 経営改善の基本方針に関するもの

等

等

察
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-Hの1、2、4参照一
2 事業量、職員数その他の経営規模

(1)輸送需要見通し

(2) 35万人体制jの可能性

(3) 35万人体制とする年次別計画

(4) 60才停年制導入の可否

3 輸送の近代化

-n の 5(3)~(5)参照-

4 業務運営の能率化

0(1) 作業の能率化の推進

(2) 私鉄との能率比較

(3) 労働者側の受入体制

5 収入の増加策

α1) 今後の運賃値上げと輸送需要減のおそれ

0(2) 運賃据置き、又は大都市は値下げによる増収の可能性

(3) 運賃値上げの物価への影響

(4) 通学定期割引率の引下げの適否

(5) 貨物運賃(特に、物資別専用列車輸送、専用線発着貨物に係るもの)の引上げの必要性

(6) 運賃の法定制緩和を「当分の間」の措置とせず、恒久措置とすべき。

(7) 関連事業収入の増加策

(8) 遊休資産の有効利用、売却

6 設備投資

0(1) 設備投資の全額国庫負担
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(2) 大都市及び幹線に対する投資の重点化

(3) 投資における新幹線の偏重

(4) 新駅設置費用の地方公共団体負担の適否

(5) 整備新幹線(盛岡一札幌ほか4線〉の建設見とおし

7 監査機能の充実

監査委員 1名増員の理由

改善計画変更の指示

政府による国鉄監督のあり方一一一干渉のし過ぎ?

W いわゆる構造的欠損に関するもの

0(1) 構造的欠損の内容の不明確

一国と国鉄の費用負担の原則が不明確

(2) 退職者の急増(10年間に20万人〉に伴う退職金負担。(3) 年金受給者の急増に伴う年金負担一一戦後受け入れた外地からの帰還者の分は、国庫負担すべきか。
0(4) 通学割引、身体障害者割引に対する補てん

(5) 市町村納付金(固定資産税のちも〉の廃止

V 地方交通線対策に関するもの

l 地方交通線対策一般。(1) 特定地方交通線の廃止は、“地方の時代"に反する。。(2) 交通弱者へのしわ寄せ
0(3) 廃止の前にやるべきことがある筈(貨物赤字、幹線合理化…〕

0(4) 地方交通線の赤字額 (3，000億円〉よりも幹線赤字額 (6，000億円〉が大きい。特定地方交通線の赤字は小さい (900億〉。

(5) 地方交通線の赤字は全額国庫負担し、廃止すべきでない。。(6) 地方交通線における輸送量減少の原因は、ダイヤの不便によるもの。

等

等

8 

喜主

強耳



H
O

由(民間・。
N
円
以
品
以
廿

2 政令基準に関するもの

0(1) 政府として意見を統ーした政令案を提示すべき。

(2) 廃止対象線区を公表すべき。

(3) 政令案(骨子〕の内容は不適当

(4) 長距離路線のパス化は不適当

0(5) 北海道については特別基準が必要

(6) 廃止除外基準の実例はあるのか。 等

3 政令基準の適用(地方交通線・特定地方交通線の選定〉に関するもの。(1) 機械的な基準へのあてはめによる選定は不適当一一地元の事情・要望に応じ、弾力的に運用すべき。
(2) 選定後の輸送量の増減により、選定の追加、解除を行うのか。

0(3) 将来の地域開発計画等による需要の増は、算入するか。

0(4) 知事の意見は尊重すべき。。(5) 政治的配慮をした選定に反対
(6) 輸送密度を算定する基礎となる営業線の区間の定めを政令に規定することの可~

4 特定地方交通線対策協議会に関するもの

0(1) 協議会は、廃止の可否についても協議することとすべき。

(2) 協議会の“組織"には、地方公共団体、利用者、学識経験者を入れるべき。

0(3) いわゆる見切発車条項は削除すべき。

5 第三セクター(地方公共団体、民間の出資会社〉による運営に関するもの

(1) 第三セクターの内容如何。(2) 第三セクターにより運営した場合の赤字の補てん策
(3) 第三セクターに対する助成の期間、内容

6 代替パス輸送の確保に関するもの

等
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(1) パス輸送に伴う赤字補てんの期間、内容

(2) 現行の民営過疎パス補助との整合性

(3) 知事の意見は尊重すべき。 等

7 パス転換後の運賃負担の増加に関するもの。(1) 鉄道運賃とパス運賃との差一一特に通学定期
(2) 差額補助の期間

8 転換交付金(キロ当り3，000万円〉に関するもの

(1) 転換交付金の使途如何

(2) キロ当り3，000万円の根拠

(3) 不足の場合の増額の可否

9 地方交通線特別運賃の導入に関するもの

(1)特別運賃導入の理由。(2) 値上げに伴う利用減により、滅収となるので反対
0(3) 値上げの幅、時期、一律か線区別か。

(4) 運賃法改正の要否

10 今後の新線建設に関するもの

(1) 今後も新線建設を促進すべき。

(2) 新線建設を凍結している法的根拠如何

0(3) 今後の新線建設に関する方針如何

(4) 鉄道敷設法別表改正又は同法廃止の必要性

(5) 民間(第三セクター〕への無償譲渡・貸付けの範囲

11 その他

青函トンネノレの利用の方針、連絡船廃止・縮減の方針

互主

話再



現時点のデータによる国鉄線の分類(参考試算〉

会図言十

く資料23>

ロキ‘
A
H
V
 

A
U
 

=
。
。

ロ
E

'

キ

z

u

∞E
1
l
l
i
t
-
-
J
 

P
0

・
-一巳'
Z

ロ

2
E
キ
A
H
V
 

A
H
v
 

n

，. 
4

，A
 

'
E
A
 

2連5*家

-幹線網形成総 51線

(新幹線を含む)

600キロ15*車-準幹線

輸送密度

8，000人

円

μルマ

ロ

0

キ

M
W

l

'

 

A
仙

川

サ

内

‘

M
W

2
 
S

A

リ
4

A

H

V

6

4

々

ー品
別

抽

出

帖

6
 

議

ち

B

U

7

線
の
通

抽

出

問

抽

棉

守

父

漏

地

荷

岨

+

刀

交

交

地

方

方

定

抽

剛

山

抽

岨

批

判

口
d

. 60年度以降パス転換

等選定対象線

約10~ 300キロ程度

約90*浪

6，800キロ程度

-国欽維持地方交通線(割増運賃等)

(4，000人-8，000人)

(1，000人-4，000人)
①ラッシュ 1時間 1，000人以上
包代替道路未主主備
⑤℃替道路冬期10日をこえて閉鎖
4平均乗車距離30キロをこえるもの

4，000人
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-第1次(56年度)パス転換等
選定対象線
①2，000人未満30キロ以下の
盲腸線
!②500人未満50キロ以下の
盲腸線及ぴ鉄道網形成線
40線 730者ロ

-第2次以降 (60年度まで)パス転
換等選定対象線

①2;000人未満30キロこえる盲腸線
②石炭輸送線

③第1次の②以外の鉄道網形成線
約36線 2，350キロ程度

2，000人

今後の輸送量の変化により、区分の変更がある。

筆者の試算による。
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経営改善計画による事業規模等

項 目 I 55年度 I6昨度 i 備 考

輸送量 旅客輸送量〈億人キロ〉 1，966 2，061 

貨物 H (億ト γキロ〉 401 426 

輸送力 旅客列車キロ(万キロ/日〕 144 139 

うち新幹線 18 23 東北・上越新幹線 57年開業

在来線特急・急行 41 31 

/1 普通列車 85 85 

貨物列車キロ〈万キロ/日〉 47 40 

職員数 (万人〉 35 I 東北上越新幹線開業…員 2万人
-合理化による減員 9万人

駅数 旅客駅 5，185 4，470 

うち職員配置駅 2，892 1， 600 

M 職員無配置駅 2，293 2，870 

貨物駅 1，358 800 

車両数 機関車 4，061 3，600 

旅客車 29，219 28，000 

貨 車 99，846 92，000 

経営指標職員1人当り輸送量(万人トソキロ〉 56.4 71. 0 

職員1人当り営業収入 (万円〉 651 1， 150 

営業収入に対する人件費の割合 C%) 74 51 

<資料24>~ 
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(単位:億円〉

lJ7¥土1 昭和55年度(見込み、試算〉 11 昭和60年度〈概算試算〉

計 l幹線系臨時(受件重| 言十 l幹線系l器禁号制女{牛喜
収
運輸収入(旅客・貨物収入ほか〉 26，255 25，049 1，206 一 38，600 36，900 1，700 
雑収入(関連事業収入ほか〉 1，072 1，028 44 一 1，700 1，600 100 

助成金(国庫補助金〉 2，942 1，529 1， 212 201 2，700 1，000 1， 300 400 

益
計 ω 30，269 27，606 2，462 201 43，000 39，500 3，100 400 

人件費 23，227 16，763 3，336 3，128 
} 27，800 I} 3，600 5，700 費 物件費 7，987 7，051 936 

鉄建公団借料・市町村納付金 547 463 84 800 700 100 

減価償却費 3，964 3，567 397 一 5，300 5，000 300 

利子及び債務取扱諸費 4，907 4，219 374 314 10，500 6，700 1， 400 2，400 
用

計(B) 40，632 32，063 5， 127 3，442 53，700 40，200 5，400 8， 100 

その他の営業外損益。 l -11 

京事 損 益 (A-B+C) ム10，389 /::"4 岨 I~ 師!/::"3 剖11A9 蜘 100 ム2，300Iム 7，700
¥ /  

) 

ム5，906 ム10，000

経営改善計画における部門別収支の試算<資料25>
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特定人件費による収支悪化の要因を明確にするため、「特定人件費」部門を特掲した。

昭和60年度の助成金は、昭和56年度予算と同額を計上した。

M 費用〈計及び幹線、系〉には、東北・上越新幹線に係る資本費(約4，000億円)f士、計上していない。

筆者の試算による。
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